
平成２３年度　相模原市　

議案第７０号

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

　歳入歳出差引残額 ６，４２９，７３９，６９９

２６２，９３６，４０２，９９０

２５３，７６５，０１１，４８５

２６２，９３６，４０２，９９０

２４７，３３５，２７１，７８６



   平成２３年度 一般会計歳入歳出決算書 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 市税  108,000,000,000 

5 市民税 47,865,084,000 

10 固定資産税 43,692,277,000 

15 軽自動車税 633,870,000 

20 市たばこ税 4,493,951,000 

30 事業所税 2,494,129,000 

35 都市計画税 8,820,689,000 

10 地方譲与税  1,925,000,000 

7 地方揮発油譲与税 820,000,000 

10 自動車重量譲与税 1,070,000,000 

15 地方道路譲与税 0 

20 石油ガス譲与税 35,000,000 

13 利子割交付金  350,000,000 

5 利子割交付金 350,000,000 

16 配当割交付金  200,000,000 

 5 配当割交付金 200,000,000 

19 株式等譲渡所得割交付金  200,000,000 

 5 株式等譲渡所得割交付金 200,000,000 

22 地方消費税交付金  6,260,000,000 

5 地方消費税交付金 6,260,000,000 

25 ゴルフ場利用税交付金  220,000,000 

5 ゴルフ場利用税交付金 220,000,000 

31 自動車取得税交付金  1,120,000,000 

5 自動車取得税交付金 1,120,000,000 

32 軽油引取税交付金  2,950,000,000 

5 軽油引取税交付金 2,950,000,000 

34 国有提供施設等所在市町村助成

交付金 

 1,250,718,000 

5 国有提供施設等所在市町村助成

交付金 

1,250,718,000 

37 地方特例交付金  1,746,056,000 

5 地方特例交付金 1,746,056,000 

40 地方交付税  7,303,000,000 

5 地方交付税 7,303,000,000 

43 交通安全対策特別交付金  300,000,000 

5 交通安全対策特別交付金 300,000,000 

 

 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

114,318,535,880 107,783,767,070 317,990,373 6,216,778,437 △216,232,930 

52,026,394,627 47,627,726,389 211,155,626 4,187,512,612 △237,357,611 

45,322,782,309 43,644,073,150 80,094,758 1,598,614,401 △48,203,850 

691,475,626 636,058,905 5,282,955 50,133,766 2,188,905 

4,444,569,941 4,444,554,310 15,631 0 △49,396,690 

2,613,425,219 2,607,984,949 2,735,470 2,704,800 113,855,949 

9,219,888,158 8,823,369,367 18,705,933 377,812,858 2,680,367 

1,931,000,766 1,931,000,766 0 0 6,000,766 

848,510,000 848,510,000 0 0 28,510,000 

1,044,726,000 1,044,726,000 0 0 △25,274,000 

3,766 3,766 0 0 3,766 

37,761,000 37,761,000 0 0 2,761,000 

256,693,000 256,693,000 0 0 △93,307,000 

256,693,000 256,693,000 0 0 △93,307,000 

237,339,000 237,339,000 0 0 37,339,000 

237,339,000 237,339,000 0 0 37,339,000 

58,298,000 58,298,000 0 0 △141,702,000 

58,298,000 58,298,000 0 0 △141,702,000 

6,215,625,000 6,215,625,000 0 0 △44,375,000 

6,215,625,000 6,215,625,000 0 0 △44,375,000 

186,506,832 186,506,832 0 0 △33,493,168 

186,506,832 186,506,832 0 0 △33,493,168 

891,095,279 891,095,279 0 0 △228,904,721 

891,095,279 891,095,279 0 0 △228,904,721 

3,185,911,333 3,185,911,333 0 0 235,911,333 

3,185,911,333 3,185,911,333 0 0 235,911,333 

1,250,718,000 1,250,718,000 0 0 0 

1,250,718,000 1,250,718,000 0 0 0 

 

1,746,056,000 1,746,056,000 0 0 0 

1,746,056,000 1,746,056,000 0 0 0 

7,606,997,000 7,606,997,000 0 0 303,997,000 

7,606,997,000 7,606,997,000 0 0 303,997,000 

274,481,000 274,481,000 0 0 △25,519,000 

274,481,000 274,481,000 0 0 △25,519,000 

 

 



 
 

款 項 予 算 現 額 

46 分担金及び負担金  2,364,877,000 

5 負担金 2,364,877,000 

50 使用料及び手数料  4,249,236,000 

 5 使用料 2,726,237,000 

10 手数料 1,522,999,000 

55 国庫支出金  45,298,132,500 

 5 国庫負担金 32,473,536,000 

10 国庫補助金 12,540,224,500 

15 国庫委託金 284,372,000 

60 県支出金  12,073,222,000 

5 県負担金 4,753,436,000 

10 県補助金 6,127,021,000 

15 県委託金 1,192,765,000 

65 財産収入  336,884,000 

5 財産運用収入 178,588,000 

10 財産売払収入 158,296,000 

70 寄附金  35,540,000 

5 寄附金 35,540,000 

75 繰入金  5,650,566,200 

10 基金繰入金 5,612,832,200 

15 財産区繰入金 37,734,000 

80 繰越金  4,711,790,493 

5 繰越金 4,711,790,493 

85 諸収入  19,849,780,797 

5 延滞金加算金及び過料 185,035,000 

10 市預金利子 1,000,000 

15 貸付金元利収入 16,071,886,000 

22 収益事業収入 1,260,000,000 

25 雑入 2,331,859,797 

90 市債  36,541,600,000 

5 市債 36,541,600,000 

歳  入  合  計 262,936,402,990 

 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

2,584,001,690 2,326,076,320 1,346,575 256,578,795 △38,800,680 

2,584,001,690 2,326,076,320 1,346,575 256,578,795 △38,800,680 

4,369,481,467 4,267,052,902 850,710 101,577,855 17,816,902 

2,865,998,132 2,764,553,677 637,820 100,806,635 38,316,677 

1,503,483,335 1,502,499,225 212,890 771,220 △20,499,775 

44,331,708,528 42,249,938,528 0 2,081,770,000 △3,048,193,972 

31,642,626,474 31,642,626,474 0 0 △830,909,526 

12,424,532,189 10,342,762,189 0 2,081,770,000 △2,197,462,311 

264,549,865 264,549,865 0 0 △19,822,135 

12,040,268,562 11,737,061,562 0 303,207,000 △336,160,438 

5,006,619,229 5,006,619,229 0 0 253,183,229 

5,835,754,747 5,532,547,747 0 303,207,000 △594,473,253 

1,197,894,586 1,197,894,586 0 0 5,129,586 

281,353,409 281,353,409 0 0 △55,530,591 

112,053,630 112,053,630 0 0 △66,534,370 

169,299,779 169,299,779 0 0 11,003,779 

17,579,181 17,579,181 0 0 △17,960,819 

17,579,181 17,579,181 0 0 △17,960,819 

4,162,891,436 4,162,891,436 0 0 △1,487,674,764 

4,128,184,936 4,128,184,936 0 0 △1,484,647,264 

34,706,500 34,706,500 0 0 △3,027,500 

4,725,591,984 4,725,591,984 0 0 13,801,491 

4,725,591,984 4,725,591,984 0 0 13,801,491 

20,168,284,398 19,760,377,883 18,634,008 389,272,507 △89,402,914 

192,690,182 192,690,182 0 0 7,655,182 

1,104,102 1,104,102 0 0 104,102 

15,595,543,790 15,592,327,810 0 3,215,980 △479,558,190 

1,404,195,101 1,404,195,101 0 0 144,195,101 

2,974,751,223 2,570,060,688 18,634,008 386,056,527 238,200,891 

32,612,600,000 32,612,600,000 0 0 △3,929,000,000 

32,612,600,000 32,612,600,000 0 0 △3,929,000,000 

263,453,017,745 253,765,011,485 338,821,666 9,349,184,594 △9,171,391,505 

 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 議会費  1,142,462,000 

5 議会費 1,142,462,000 

10 総務費  25,380,436,200 

5 総務管理費 15,986,104,200 

10 徴税費 1,983,286,000 

13 市民生活費 6,686,170,000 

15 選挙費 343,352,000 

20 統計調査費 96,386,000 

25 人事委員会費 107,604,000 

30 監査費 177,534,000 

15 民生費  97,517,857,000 

5 社会福祉費 39,374,222,000 

10 児童福祉費 37,912,243,000 

15 生活保護費 20,231,392,000 

20 衛生費  20,020,765,261 

 5 保健衛生費 10,339,448,261 

10 清掃費 8,813,118,000 

15 環境保全費 868,199,000 

25 労働費  1,662,599,000 

 5 労働諸費 1,662,599,000 

30 農林水産業費  882,053,000 

5 農業費 737,182,000 

10 林業費 144,871,000 

35 商工費  19,674,171,000 

5 商工費 19,674,171,000 

40 土木費  43,606,051,979 

5 道路橋りょう費 17,574,812,731 

10 河川費 707,441,629 

15 都市計画費 22,629,384,660 

20 公園費 1,536,115,500 

25 住宅費 1,158,297,459 

45 消防費  7,749,074,000 

5 消防費 7,749,074,000 

50 教育費 

 

 22,837,110,050 

5 教育総務費 4,186,949,000 

10 小学校費 9,013,287,050 

15 中学校費 3,802,665,000 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

1,110,531,302 0 31,930,698 31,930,698 

1,110,531,302 0 31,930,698 31,930,698 

24,146,767,556 329,114,100 904,554,544 1,233,668,644 

14,969,807,605 323,010,100 693,286,495 1,016,296,595 

1,918,044,440 0 65,241,560 65,241,560 

6,565,691,029 6,104,000 114,374,971 120,478,971 

331,210,141 0 12,141,859 12,141,859 

90,859,175 0 5,526,825 5,526,825 

102,505,021 0 5,098,979 5,098,979 

168,650,145 0 8,883,855 8,883,855 

93,498,079,383 535,506,000 3,484,271,617 4,019,777,617 

37,340,143,874 158,256,000 1,875,822,126 2,034,078,126 

36,893,486,639 377,250,000 641,506,361 1,018,756,361 

19,264,448,870 0 966,943,130 966,943,130 

19,320,341,285 0 700,423,976 700,423,976 

9,937,882,236 0 401,566,025 401,566,025 

8,547,882,330 0 265,235,670 265,235,670 

834,576,719 0 33,622,281 33,622,281 

1,559,965,793 0 102,633,207 102,633,207 

1,559,965,793 0 102,633,207 102,633,207 

847,946,563 0 34,106,437 34,106,437 

705,928,157 0 31,253,843 31,253,843 

142,018,406 0 2,852,594 2,852,594 

18,798,628,549 0 875,542,451 875,542,451 

18,798,628,549 0 875,542,451 875,542,451 

39,071,875,074 3,003,316,230 1,530,860,675 4,534,176,905 

15,569,275,319 1,470,616,846 534,920,566 2,005,537,412 

510,776,691 135,444,104 61,220,834 196,664,938 

20,506,357,901 1,285,911,280 837,115,479 2,123,026,759 

1,387,238,031 111,344,000 37,533,469 148,877,469 

1,098,227,132 0 60,070,327 60,070,327 

7,508,165,739 103,569,077 137,339,184 240,908,261 

7,508,165,739 103,569,077 137,339,184 240,908,261 

19,338,290,831 2,603,309,450 895,509,769 3,498,819,219 

4,076,320,331 0 110,628,669 110,628,669 

6,595,903,251 2,120,300,450 297,083,349 2,417,383,799 

2,973,101,542 483,009,000 346,554,458 829,563,458 



 

款 項 予 算 現 額 

 18 幼稚園費 1,415,937,000 

20 社会教育費 2,921,209,000 

25 市民体育費 1,497,063,000 

55 災害復旧費  541,097,500 

 5 厚生労働施設災害復旧費 13,707,000 

10 農林水産施設災害復旧費 50,000,000 

15 公共土木施設災害復旧費 258,173,000 

20 文教施設災害復旧費 166,646,000 

25 その他公共施設災害復旧費 52,571,500 

60 公債費  21,202,000,000 

 5 公債費 21,202,000,000 

65 諸支出金  699,881,000 

5 諸費 699,881,000 

70 予備費  20,845,000 

5 予備費 20,845,000 

歳  出  合  計 262,936,402,990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

1,386,848,656 0 29,088,344 29,088,344 

2,847,726,919 0 73,482,081 73,482,081 

1,458,390,132 0 38,672,868 38,672,868 

443,992,463 7,597,540 89,507,497 97,105,037 

9,882,285 0 3,824,715 3,824,715 

15,694,087 0 34,305,913 34,305,913 

232,428,676 7,597,540 18,146,784 25,744,324 

139,744,686 0 26,901,314 26,901,314 

46,242,729 0 6,328,771 6,328,771 

20,990,806,348 0 211,193,652 211,193,652 

20,990,806,348 0 211,193,652 211,193,652 

699,880,900 0 100 100 

699,880,900 0 100 100 

0 0 20,845,000 20,845,000 

0 0 20,845,000 20,845,000 

247,335,271,786 6,582,412,397 9,018,718,807 15,601,131,204 

 



歳入歳出差引残額 ６，４２９，７３９，６９９ 円

うち基金繰入額 ３，０００，０００，０００ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

議案第７１号

国 民 健 康 保 険 事 業

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

７６，０７３，０００，０００ 円

２３０，０００，０００ 円

決 算 額 ７３，３７１，２８１，３４７ 円

７３，１５５，３９３，４３１ 円

２１５，８８７，９１６ 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

７６，０７３，０００，０００ 円

２３０，０００，０００ 円

決 算 額 円

７１，５８１，１２８，２６８ 円

２０４，９５０，６４２ 円

１，５８５，２０２，４３７ 円

１，５７４，２６５，１６３ 円

１０，９３７，２７４ 円

７６，３０３，０００，０００

７１，７８６，０７８，９１０

事 業 勘 定

直 営 診 療 勘 定

７６，３０３，０００，０００

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

　歳入歳出差引残額

事 業 勘 定

直 営 診 療 勘 定

事 業 勘 定

直 営 診 療 勘 定

事 業 勘 定

直 営 診 療 勘 定

事 業 勘 定

直 営 診 療 勘 定



国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

（ 事 業 勘 定 ）



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 国民健康保険税  20,011,000,000 

5 国民健康保険税 20,011,000,000 

10 使用料及び手数料  200,000 

5 手数料 200,000 

15 国庫支出金  16,135,000,000 

5 国庫負担金 15,329,944,000 

10 国庫補助金 805,056,000 

20 療養給付費交付金  2,866,000,000 

 5 療養給付費交付金 2,866,000,000 

22 前期高齢者交付金  15,972,000,000 

5 前期高齢者交付金 15,972,000,000 

25 県支出金  3,552,000,000 

5 県負担金 501,250,000 

10 県補助金 3,050,750,000 

30 共同事業交付金  7,365,000,000 

5 共同事業交付金 7,365,000,000 

35 繰入金  9,235,000,000 

5 一般会計繰入金 9,235,000,000 

40 繰越金  733,000,000 

5 繰越金 733,000,000 

45 諸収入  203,800,000 

 5 延滞金及び過料 62,000,000 

10 市預金利子 100,000 

15 雑入 141,700,000 

歳  入  合  計 76,073,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

29,530,298,027 17,972,364,916 991,455,434 10,566,477,677 △2,038,635,084 

29,530,298,027 17,972,364,916 991,455,434 10,566,477,677 △2,038,635,084 

79,500 79,500 0 0 △120,500 

79,500 79,500 0 0 △120,500 

15,634,687,313 15,634,687,313 0 0 △500,312,687 

14,569,433,313 14,569,433,313 0 0 △760,510,687 

1,065,254,000 1,065,254,000 0 0 260,198,000 

2,881,977,475 2,881,977,475 0 0 15,977,475 

2,881,977,475 2,881,977,475 0 0 15,977,475 

16,540,953,176 16,540,953,176 0 0 568,953,176 

16,540,953,176 16,540,953,176 0 0 568,953,176 

3,196,052,815 3,196,052,815 0 0 △355,947,185 

420,050,815 420,050,815 0 0 △81,199,185 

2,776,002,000 2,776,002,000 0 0 △274,748,000 

7,508,075,155 7,508,075,155 0 0 143,075,155 

7,508,075,155 7,508,075,155 0 0 143,075,155 

8,435,000,000 8,435,000,000 0 0 △800,000,000 

8,435,000,000 8,435,000,000 0 0 △800,000,000 

733,195,096 733,195,096 0 0 195,096 

733,195,096 733,195,096 0 0 195,096 

253,007,985 253,007,985 0 0 49,207,985 

89,245,876 89,245,876 0 0 27,245,876 

1 1 0 0 △99,999 

163,762,108 163,762,108 0 0 22,062,108 

84,713,326,542 73,155,393,431 991,455,434 10,566,477,677 △2,917,606,569 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  869,900,000 

5 総務管理費 381,986,000 

10 徴税費 487,329,000 

15 運営協議会費 585,000 

10 保険給付費  52,343,000,000 

5 療養諸費 46,252,000,000 

10 高額療養費 5,460,000,000 

15 移送費 1,500,000 

20 出産育児諸費 529,500,000 

25 葬祭諸費 100,000,000 

12 後期高齢者支援金等  9,492,900,000 

5 後期高齢者支援金等 9,492,900,000 

13 前期高齢者納付金等  28,200,000 

 5 前期高齢者納付金等 28,200,000 

15 老人保健拠出金  10,000,000 

 5 老人保健拠出金 10,000,000 

20 介護納付金  4,000,000,000 

5 介護納付金 4,000,000,000 

25 共同事業拠出金  7,765,100,000 

5 共同事業拠出金 7,765,100,000 

30 保健事業費  1,025,000,000 

2 特定健康診査等事業費 989,110,000 

5 保健事業費 35,890,000 

35 公債費  900,000 

5 公債費 900,000 

40 諸支出金 

 

 438,000,000 

5 償還金及び還付加算金 438,000,000 

45 予備費  100,000,000 

5 予備費 100,000,000 

歳  出  合  計 76,073,000,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

743,093,848 0 126,806,152 126,806,152 

346,560,891 0 35,425,109 35,425,109 

396,347,737 0 90,981,263 90,981,263 

185,220 0 399,780 399,780 

49,048,321,129 0 3,294,678,871 3,294,678,871 

43,594,391,318 0 2,657,608,682 2,657,608,682 

4,969,032,976 0 490,967,024 490,967,024 

64,480 0 1,435,520 1,435,520 

429,332,355 0 100,167,645 100,167,645 

55,500,000 0 44,500,000 44,500,000 

9,492,193,708 0 706,292 706,292 

9,492,193,708 0 706,292 706,292 

28,093,224 0 106,776 106,776 

28,093,224 0 106,776 106,776 

498,365 0 9,501,635 9,501,635 

498,365 0 9,501,635 9,501,635 

3,989,127,039 0 10,872,961 10,872,961 

3,989,127,039 0 10,872,961 10,872,961 

7,252,615,248 0 512,484,752 512,484,752 

7,252,615,248 0 512,484,752 512,484,752 

625,734,467 0 399,265,533 399,265,533 

597,120,388 0 391,989,612 391,989,612 

28,614,079 0 7,275,921 7,275,921 

0 0 900,000 900,000 

0 0 900,000 900,000 

401,451,240 0 36,548,760 36,548,760 

401,451,240 0 36,548,760 36,548,760 

0 0 100,000,000 100,000,000 

0 0 100,000,000 100,000,000 

71,581,128,268 0 4,491,871,732 4,491,871,732 

 



（ 直 営 診 療 勘 定 ）

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 診療収入  193,700,000 

5 外来収入 185,140,000 

10 その他の診療収入 8,560,000 

10 使用料及び手数料  800,000 

3 使用料 160,000 

5 手数料 640,000 

15 国庫支出金  4,000,000 

10 国庫補助金 4,000,000 

20 繰入金  14,500,000 

 5 他会計繰入金 14,500,000 

25 繰越金  10,000,000 

5 繰越金 10,000,000 

30 諸収入  7,000,000 

5 市預金利子 1,000 

 7 受託事業収入 6,378,000 

10 雑入 621,000 

歳  入  合  計 230,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

190,255,170 190,255,170 0 0 △3,444,830 

175,133,620 175,133,620 0 0 △10,006,380 

15,121,550 15,121,550 0 0 6,561,550 

618,480 618,480 0 0 △181,520 

149,900 149,900 0 0 △10,100 

468,580 468,580 0 0 △171,420 

4,138,000 4,138,000 0 0 138,000 

4,138,000 4,138,000 0 0 138,000 

3,000,000 3,000,000 0 0 △11,500,000 

3,000,000 3,000,000 0 0 △11,500,000 

12,025,699 12,025,699 0 0 2,025,699 

12,025,699 12,025,699 0 0 2,025,699 

5,850,567 5,850,567 0 0 △1,149,433 

0 0 0 0 △1,000 

5,231,828 5,231,828 0 0 △1,146,172 

618,739 618,739 0 0 △2,261 

215,887,916 215,887,916 0 0 △14,112,084 

 
 
 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  121,200,000 

5 施設管理費 121,200,000 

10 医業費  99,800,000 

5 医業費 99,800,000 

20 公債費  7,400,000 

5 公債費 7,400,000 

28 諸支出金  100,000 

 5 償還金及び還付加算金 100,000 

30 予備費  1,500,000 

 5 予備費 1,500,000 

歳  出  合  計 230,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

106,811,340 0 14,388,660 14,388,660 

106,811,340 0 14,388,660 14,388,660 

94,705,639 0 5,094,361 5,094,361 

94,705,639 0 5,094,361 5,094,361 

3,433,663 0 3,966,337 3,966,337 

3,433,663 0 3,966,337 3,966,337 

0 0 100,000 100,000 

0 0 100,000 100,000 

0 0 1,500,000 1,500,000 

0 0 1,500,000 1,500,000 

204,950,642 0 25,049,358 25,049,358 

 



歳入歳出差引残額 １，５８５，２０２，４３７ 円
事 業 勘 定 １，５７４，２６５，１６３ 円

直 営 診 療 勘 定 １０，９３７，２７４ 円

うち基金繰入額 ０ 円
事 業 勘 定 0 円

直 営 診 療 勘 定 0 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

下 水 道 事 業

議案第７２号



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

１９，２９９，２９７，１５０ 円

４４３，０００，０００ 円

決 算 額 １９，１８９，３９４，９１５ 円

１８，８１６，５４９，７４０ 円

３７２，８４５，１７５ 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

１９，２９９，２９７，１５０ 円

４４３，０００，０００ 円

決 算 額 円

１７，７９６，７１９，２２３ 円

３２５，７１４，１５５ 円

１，０６６，９６１，５３７ 円

１，０１９，８３０，５１７ 円

４７，１３１，０２０ 円

　歳入歳出差引残額

下 水 道 勘 定

浄 化 槽 勘 定

浄 化 槽 勘 定

下 水 道 勘 定

浄 化 槽 勘 定

１９，７４２，２９７，１５０

１８，１２２，４３３，３７８

下 水 道 勘 定

浄 化 槽 勘 定

下水道事業特別会計歳入歳出決算

１９，７４２，２９７，１５０

下 水 道 勘 定

浄 化 槽 勘 定

下 水 道 勘 定



下 水 道 事 業 特 別 会 計

（ 下 水 道 勘 定 ）



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 分担金及び負担金  83,581,000 

5 分担金 18,162,000 

10 負担金 65,419,000 

10 使用料及び手数料  8,201,487,000 

5 使用料 8,200,725,000 

10 手数料 762,000 

15 国庫支出金  1,179,199,000 

5 国庫補助金 1,179,199,000 

20 県支出金  521,157,000 

 5 県補助金 521,157,000 

25 財産収入  15,000 

5 財産売払収入 15,000 

30 繰入金  3,621,000,000 

 5 繰入金 3,621,000,000 

35 繰越金  304,596,150 

5 繰越金 304,596,150 

40 諸収入  15,517,000 

5 延滞金及び過料 60,000 

10 市預金利子 10,000 

15 貸付金元利収入 856,000 

20 雑入 14,591,000 

45 市債  5,372,745,000 

5 市債 5,372,745,000 

歳  入  合  計 19,299,297,150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

90,718,020 80,589,200 1,535,520 8,593,300 △2,991,800 

20,996,400 17,565,400 705,200 2,725,800 △596,600 

69,721,620 63,023,800 830,320 5,867,500 △2,395,200 

8,433,296,328 8,215,920,137 8,069,893 209,306,298 14,433,137 

8,432,700,828 8,215,324,637 8,069,893 209,306,298 14,599,637 

595,500 595,500 0 0 △166,500 

1,179,199,000 1,123,789,000 0 55,410,000 △55,410,000 

1,179,199,000 1,123,789,000 0 55,410,000 △55,410,000 

521,100,000 521,100,000 0 0 △57,000 

521,100,000 521,100,000 0 0 △57,000 

9,000 9,000 0 0 △6,000 

9,000 9,000 0 0 △6,000 

3,550,000,000 3,550,000,000 0 0 △71,000,000 

3,550,000,000 3,550,000,000 0 0 △71,000,000 

772,993,082 772,993,082 0 0 468,396,932 

772,993,082 772,993,082 0 0 468,396,932 

26,349,321 26,349,321 0 0 10,832,321 

61,000 61,000 0 0 1,000 

0 0 0 0 △10,000 

855,173 855,173 0 0 △827 

25,433,148 25,433,148 0 0 10,842,148 

4,525,800,000 4,525,800,000 0 0 △846,945,000 

4,525,800,000 4,525,800,000 0 0 △846,945,000 

19,099,464,751 18,816,549,740 9,605,413 273,309,598 △482,747,410 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  4,373,176,800 

5 下水道総務費 4,373,176,800 

10 建設費  5,121,594,350 

5 公共下水道建設費 5,121,594,350 

15 公債費  9,794,526,000 

5 公債費 9,794,526,000 

25 予備費  10,000,000 

 5 予備費 10,000,000 

歳  出  合  計 19,299,297,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

3,961,629,630 649,000 410,898,170 411,547,170 

3,961,629,630 649,000 410,898,170 411,547,170 

4,171,478,489 236,573,100 713,542,761 950,115,861 

4,171,478,489 236,573,100 713,542,761 950,115,861 

9,663,611,104 0 130,914,896 130,914,896 

9,663,611,104 0 130,914,896 130,914,896 

0 0 10,000,000 10,000,000 

0 0 10,000,000 10,000,000 

17,796,719,223 237,222,100 1,265,355,827 1,502,577,927 

 



（ 浄 化 槽 勘 定 ）

下 水 道 事 業 特 別 会 計



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 分担金及び負担金  18,260,000 

5 分担金 18,260,000 

10 使用料及び手数料  5,502,000 

5 使用料 5,501,000 

10 手数料 1,000 

15 国庫支出金  79,590,000 

5 国庫補助金 79,590,000 

20 県支出金  231,645,000 

 5 県補助金 231,645,000 

30 繰入金  77,000,000 

 5 繰入金 77,000,000 

35 繰越金  30,000,000 

5 繰越金 30,000,000 

40 諸収入  1,003,000 

5 延滞金及び過料 2,000 

15 貸付金元利収入 1,000,000 

20 雑入 1,000 

歳  入  合  計 443,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

15,244,900 15,139,700 0 105,200 △3,120,300 

15,244,900 15,139,700 0 105,200 △3,120,300 

6,157,723 6,131,812 0 25,911 629,812 

6,157,723 6,131,812 0 25,911 630,812 

0 0 0 0 △1,000 

53,023,000 53,023,000 0 0 △26,567,000 

53,023,000 53,023,000 0 0 △26,567,000 

192,000,000 192,000,000 0 0 △39,645,000 

192,000,000 192,000,000 0 0 △39,645,000 

53,000,000 53,000,000 0 0 △24,000,000 

53,000,000 53,000,000 0 0 △24,000,000 

53,547,161 53,547,161 0 0 23,547,161 

53,547,161 53,547,161 0 0 23,547,161 

3,502 3,502 0 0 △999,498 

0 0 0 0 △2,000 

0 0 0 0 △1,000,000 

3,502 3,502 0 0 2,502 

372,976,286 372,845,175 0 131,111 △70,154,825 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 浄化槽総務費  73,490,000 

5 浄化槽総務費 73,490,000 

10 浄化槽建設費  368,500,000 

5 浄化槽建設費 368,500,000 

15 公債費  10,000 

5 公債費 10,000 

25 予備費  1,000,000 

 5 予備費 1,000,000 

歳  出  合  計 443,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

61,226,007 0 12,263,993 12,263,993 

61,226,007 0 12,263,993 12,263,993 

264,488,148 0 104,011,852 104,011,852 

264,488,148 0 104,011,852 104,011,852 

0 0 10,000 10,000 

0 0 10,000 10,000 

0 0 1,000,000 1,000,000 

0 0 1,000,000 1,000,000 

325,714,155 0 117,285,845 117,285,845 

 



歳入歳出差引残額 １，０６６，９６１，５３７ 円
下 水 道 勘 定 １，０１９，８３０，５１７ 円

浄 化 槽 勘 定 ４７，１３１，０２０ 円

うち基金繰入額 ０ 円
下 水 道 勘 定 0 円

浄 化 槽 勘 定 0 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

自 動 車 駐 車 場 事 業

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

議案第７３号



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

３，６３５，０００，０００

３，６３９，８１１，６９２

３，６３５，０００，０００

３，５０５，０５７，８９４

自動車駐車場事業特別会計歳入歳出決算

　歳入歳出差引残額 １３４，７５３，７９８



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 駐車場事業収入  847,520,000 

5 事業収入 847,520,000 

15 財産収入  980,000 

5 財産運用収入 980,000 

20 繰入金  745,000,000 

5 繰入金 745,000,000 

25 繰越金  30,000,000 

 5 繰越金 30,000,000 

30 諸収入  0 

10 雑入 0 

35 市債  2,011,500,000 

 5 市債 2,011,500,000 

歳  入  合  計 3,635,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

775,875,871 775,875,871 0 0 △71,644,129 

775,875,871 775,875,871 0 0 △71,644,129 

1,725,899 1,725,899 0 0 745,899 

1,725,899 1,725,899 0 0 745,899 

745,000,000 745,000,000 0 0 0 

745,000,000 745,000,000 0 0 0 

105,709,771 105,709,771 0 0 75,709,771 

105,709,771 105,709,771 0 0 75,709,771 

151 151 0 0 151 

151 151 0 0 151 

2,011,500,000 2,011,500,000 0 0 0 

2,011,500,000 2,011,500,000 0 0 0 

3,639,811,692 3,639,811,692 0 0 4,811,692 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 駐車場事業費  2,685,287,000 

5 駐車場管理費 673,787,000 

10 駐車場建設費 2,011,500,000 

10 公債費  949,213,000 

5 公債費 949,213,000 

15 予備費  500,000 

5 予備費 500,000 

歳  出  合  計 3,635,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

2,582,694,794 0 102,592,206 102,592,206 

571,194,794 0 102,592,206 102,592,206 

2,011,500,000 0 0 0 

922,363,100 0 26,849,900 26,849,900 

922,363,100 0 26,849,900 26,849,900 

0 0 500,000 500,000 

0 0 500,000 500,000 

3,505,057,894 0 129,942,106 129,942,106 

 



歳入歳出差引残額 １３４，７５３，７９８ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

介 護 保 険 事 業

議案第７４号

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

３０，９００，０００，０００

３０，２１１，６２９，７４１

　歳入歳出差引残額 ５９２，２６２，２９４

介護保険事業特別会計歳入歳出決算

３０，９００，０００，０００

３０，８０３，８９２，０３５



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 保険料  6,196,452,000 

5 介護保険料 6,196,452,000 

10 使用料及び手数料  10,000 

10 手数料 10,000 

15 国庫支出金  5,477,680,000 

5 国庫負担金 5,151,780,000 

10 国庫補助金 325,900,000 

20 支払基金交付金  8,749,513,000 

 5 支払基金交付金 8,749,513,000 

25 県支出金  4,382,983,000 

5 県負担金 4,235,657,000 

7 県補助金 147,326,000 

30 財産収入  30,024,000 

5 財産運用収入 30,024,000 

40 繰入金  5,996,083,000 

5 一般会計繰入金 4,831,000,000 

10 基金繰入金 1,165,083,000 

45 繰越金  52,000,000 

5 繰越金 52,000,000 

50 諸収入  15,255,000 

 5 延滞金及び過料 3,000 

10 市預金利子 2,500,000 

15 雑入 12,752,000 

歳  入  合  計 30,900,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

6,469,482,100 6,173,173,700 85,695,200 210,613,200 △23,278,300 

6,469,482,100 6,173,173,700 85,695,200 210,613,200 △23,278,300 

0 0 0 0 △10,000 

0 0 0 0 △10,000 

5,297,766,512 5,297,766,512 0 0 △179,913,488 

4,942,037,762 4,942,037,762 0 0 △209,742,238 

355,728,750 355,728,750 0 0 29,828,750 

8,653,536,193 8,653,536,193 0 0 △95,976,807 

8,653,536,193 8,653,536,193 0 0 △95,976,807 

4,343,666,898 4,343,666,898 0 0 △39,316,102 

4,196,340,023 4,196,340,023 0 0 △39,316,977 

147,326,875 147,326,875 0 0 875 

2,553,693 2,553,693 0 0 △27,470,307 

2,553,693 2,553,693 0 0 △27,470,307 

6,152,438,096 6,152,438,096 0 0 156,355,096 

4,631,000,000 4,631,000,000 0 0 △200,000,000 

1,521,438,096 1,521,438,096 0 0 356,355,096 

162,623,167 162,623,167 0 0 110,623,167 

162,623,167 162,623,167 0 0 110,623,167 

18,233,776 18,133,776 0 100,000 2,878,776 

97,600 97,600 0 0 94,600 

0 0 0 0 △2,500,000 

18,136,176 18,036,176 0 100,000 5,284,176 

31,100,300,435 30,803,892,035 85,695,200 210,713,200 △96,107,965 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  814,623,000 

5 総務管理費 255,741,000 

10 徴収費 37,158,000 

15 介護認定審査会費 521,724,000 

10 保険給付費  28,885,081,000 

5 介護サービス等諸費 28,291,484,000 

10 高額介護サービス等費 593,597,000 

20 地域支援事業費  1,155,802,000 

5 地域支援事業費 1,155,802,000 

25 基金積立金  30,024,000 

 5 基金積立金 30,024,000 

30 公債費  1,000,000 

 5 公債費 1,000,000 

35 諸支出金  12,470,000 

5 償還金及び還付加算金 12,000,000 

10 諸費 470,000 

45 予備費  1,000,000 

5 予備費 1,000,000 

歳  出  合  計 30,900,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

753,344,359 0 61,278,641 61,278,641 

231,424,953 0 24,316,047 24,316,047 

34,202,232 0 2,955,768 2,955,768 

487,717,174 0 34,006,826 34,006,826 

28,365,736,893 0 519,344,107 519,344,107 

27,824,634,565 0 466,849,435 466,849,435 

541,102,328 0 52,494,672 52,494,672 

1,080,539,091 0 75,262,909 75,262,909 

1,080,539,091 0 75,262,909 75,262,909 

2,553,693 0 27,470,307 27,470,307 

2,553,693 0 27,470,307 27,470,307 

0 0 1,000,000 1,000,000 

0 0 1,000,000 1,000,000 

9,455,705 0 3,014,295 3,014,295 

9,224,100 0 2,775,900 2,775,900 

231,605 0 238,395 238,395 

0 0 1,000,000 1,000,000 

0 0 1,000,000 1,000,000 

30,211,629,741 0 688,370,259 688,370,259 

 



歳入歳出差引残額 ５９２，２６２，２９４ 円

うち基金繰入額 ３７０，４６２，０１０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

母子寡婦福祉資金貸付事業

議案第７５号



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

２００，０００，０００

２２３，８０９，３６０

２００，０００，０００

１４０，８９５，６１３

　歳入歳出差引残額 ８２，９１３，７４７



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 繰入金  7,600,000 

5 一般会計繰入金 7,600,000 

10 繰越金  71,900,000 

5 繰越金 71,900,000 

15 諸収入  120,500,000 

5 貸付金元利収入 120,289,000 

10 市預金利子 1,000 

15 雑入 210,000 

歳  入  合  計 200,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

2,600,000 2,600,000 0 0 △5,000,000 

2,600,000 2,600,000 0 0 △5,000,000 

96,270,487 96,270,487 0 0 24,370,487 

96,270,487 96,270,487 0 0 24,370,487 

494,920,392 124,938,873 0 369,981,519 4,438,873 

491,355,848 124,247,329 0 367,108,519 3,958,329 

0 0 0 0 △1,000 

3,564,544 691,544 0 2,873,000 481,544 

593,790,879 223,809,360 0 369,981,519 23,809,360 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 母子寡婦福祉資金貸付事業費  199,890,000 

5 母子寡婦福祉資金貸付事業費 199,890,000 

10 公債費  100,000 

5 公債費 100,000 

15 諸支出金  10,000 

5 償還金及び還付加算金 10,000 

歳  出  合  計 200,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

140,895,613 0 58,994,387 58,994,387 

140,895,613 0 58,994,387 58,994,387 

0 0 100,000 100,000 

0 0 100,000 100,000 

0 0 10,000 10,000 

0 0 10,000 10,000 

140,895,613 0 59,104,387 59,104,387 

 



歳入歳出差引残額 ８２，９１３，７４７ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

簡 易 水 道 事 業

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

議案第７６号



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

２１５，０００，０００

１３７，６８６，７３１

２１５，０００，０００

１１０，５２８，１０８

　歳入歳出差引残額 ２７，１５８，６２３



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 分担金及び負担金  405,000 

5 分担金 405,000 

10 使用料及び手数料  17,992,000 

5 使用料 17,972,000 

10 手数料 20,000 

15 国庫支出金  36,700,000 

10 国庫補助金 36,700,000 

25 財産収入  2,000,000 

 5 財産運用収入 2,000,000 

30 繰入金  75,000,000 

5 繰入金 75,000,000 

35 繰越金  3,500,000 

5 繰越金 3,500,000 

40 諸収入  6,503,000 

5 市預金利子 2,000 

10 雑入 6,501,000 

45 市債  72,900,000 

 5 市債 72,900,000 

歳  入  合  計 215,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

150,000 150,000 0 0 △255,000 

150,000 150,000 0 0 △255,000 

18,421,730 16,822,010 0 1,599,720 △1,169,990 

18,351,730 16,752,010 0 1,599,720 △1,219,990 

70,000 70,000 0 0 50,000 

32,456,000 15,308,000 0 17,148,000 △21,392,000 

32,456,000 15,308,000 0 17,148,000 △21,392,000 

184,772 184,772 0 0 △1,815,228 

184,772 184,772 0 0 △1,815,228 

40,069,000 40,069,000 0 0 △34,931,000 

40,069,000 40,069,000 0 0 △34,931,000 

41,607,823 41,607,823 0 0 38,107,823 

41,607,823 41,607,823 0 0 38,107,823 

5,145,126 2,345,126 0 2,800,000 △4,157,874 

0 0 0 0 △2,000 

5,145,126 2,345,126 0 2,800,000 △4,155,874 

21,200,000 21,200,000 0 0 △51,700,000 

21,200,000 21,200,000 0 0 △51,700,000 

159,234,451 137,686,731 0 21,547,720 △77,313,269 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  29,371,000 

5 総務管理費 29,371,000 

10 簡易水道事業費  173,818,000 

5 簡易水道事業費 173,818,000 

15 基金積立金  2,000,000 

5 基金積立金 2,000,000 

20 公債費  9,411,000 

 6 元金 4,110,000 

10 利子 5,301,000 

25 予備費  400,000 

5 予備費 400,000 

歳  出  合  計 215,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

15,329,591 0 14,041,409 14,041,409 

15,329,591 0 14,041,409 14,041,409 

86,086,985 64,000,000 23,731,015 87,731,015 

86,086,985 64,000,000 23,731,015 87,731,015 

184,772 0 1,815,228 1,815,228 

184,772 0 1,815,228 1,815,228 

8,926,760 0 484,240 484,240 

4,109,091 0 909 909 

4,817,669 0 483,331 483,331 

0 0 400,000 400,000 

0 0 400,000 400,000 

110,528,108 64,000,000 40,471,892 104,471,892 

 



歳入歳出差引残額 ２７，１５８，６２３ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

議案第７７号

財 産 区

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

財産区特別会計歳入歳出決算

８８，０００，０００

８２，３８０，６５７

７６，２８８，７２４

８８，０００，０００

　歳入歳出差引残額 ６，０９１，９３３



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

10 県支出金  1,436,000 

 5 県補助金 1,436,000 

12 市支出金  1,616,000 

5 市補助金 1,616,000 

15 財産収入  62,054,000 

 5 財産運用収入 62,054,000 

20 繰入金  20,253,000 

5 基金繰入金 20,253,000 

25 繰越金  2,627,000 

5 繰越金 2,627,000 

30 諸収入  14,000 

5 預金利子 14,000 

歳  入  合  計 88,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

1,436,000 1,436,000 0 0 0 

1,436,000 1,436,000 0 0 0 

298,000 298,000 0 0 △1,318,000 

298,000 298,000 0 0 △1,318,000 

61,867,844 61,867,844 0 0 △186,156 

61,867,844 61,867,844 0 0 △186,156 

12,940,000 12,940,000 0 0 △7,313,000 

12,940,000 12,940,000 0 0 △7,313,000 

5,838,813 5,838,813 0 0 3,211,813 

5,838,813 5,838,813 0 0 3,211,813 

0 0 0 0 △14,000 

0 0 0 0 △14,000 

82,380,657 82,380,657 0 0 △5,619,343 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  48,656,000 

5 総務管理費 48,656,000 

10 諸支出金  37,734,000 

5 繰出金 37,734,000 

15 予備費  1,610,000 

5 予備費 1,610,000 

歳  出  合  計 88,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

41,582,224 0 7,073,776 7,073,776 

41,582,224 0 7,073,776 7,073,776 

34,706,500 0 3,027,500 3,027,500 

34,706,500 0 3,027,500 3,027,500 

0 0 1,610,000 1,610,000 

0 0 1,610,000 1,610,000 

76,288,724 0 11,711,276 11,711,276 

 



歳入歳出差引残額 ６，０９１，９３３ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

農 業 集 落 排 水 事 業

議案第７８号



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

　歳入歳出差引残額 ３，４５３，４１７

２４，０００，０００

２４，１０８，３９３

２４，０００，０００

２０，６５４，９７６



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 分担金及び負担金  151,000 

5 分担金 151,000 

10 使用料及び手数料  3,346,000 

5 使用料 3,346,000 

30 繰入金  18,000,000 

5 繰入金 18,000,000 

35 繰越金  2,500,000 

5 繰越金 2,500,000 

40 諸収入  3,000 

5 延滞金及び過料 2,000 

10 市預金利子 1,000 

歳  入  合  計 24,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

20,530 8,030 12,500 0 △142,970 

20,530 8,030 12,500 0 △142,970 

3,345,496 3,312,502 4,500 28,494 △33,498 

3,345,496 3,312,502 4,500 28,494 △33,498 

16,000,000 16,000,000 0 0 △2,000,000 

16,000,000 16,000,000 0 0 △2,000,000 

4,787,861 4,787,861 0 0 2,287,861 

4,787,861 4,787,861 0 0 2,287,861 

0 0 0 0 △3,000 

0 0 0 0 △2,000 

0 0 0 0 △1,000 

24,153,887 24,108,393 17,000 28,494 108,393 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  400,000 

5 総務管理費 400,000 

10 農業集落排水事業費  13,004,000 

5 農業集落排水事業費 13,004,000 

15 公債費  10,346,000 

 5 公債費 10,346,000 

20 予備費  250,000 

5 予備費 250,000 

歳  出  合  計 24,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

261,457 0 138,543 138,543 

261,457 0 138,543 138,543 

10,049,971 0 2,954,029 2,954,029 

10,049,971 0 2,954,029 2,954,029 

10,343,548 0 2,452 2,452 

10,343,548 0 2,452 2,452 

0 0 250,000 250,000 

0 0 250,000 250,000 

20,654,976 0 3,345,024 3,345,024 

 



歳入歳出差引残額 ３，４５３，４１７ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

議案第７９号



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

４，９６４，０６８，２８９

　歳入歳出差引残額 １０５，９１７，７４７

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

５，０８３，０００，０００

５，０６９，９８６，０３６

５，０８３，０００，０００



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 後期高齢者医療保険料  4,248,798,000 

5 後期高齢者医療保険料 4,248,798,000 

10 使用料及び手数料  10,000 

10 手数料 10,000 

25 繰入金  608,000,000 

5 一般会計繰入金 608,000,000 

30 繰越金  175,352,000 

5 繰越金 175,352,000 

35 諸収入  50,840,000 

 5 延滞金及び過料 500,000 

10 償還金及び還付加算金 15,500,000 

15 市預金利子 20,000 

20 雑入 34,820,000 

歳  入  合  計 5,083,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

4,363,039,510 4,233,815,060 34,238,820 94,985,630 △14,982,940 

4,363,039,510 4,233,815,060 34,238,820 94,985,630 △14,982,940 

0 0 0 0 △10,000 

0 0 0 0 △10,000 

608,000,000 608,000,000 0 0 0 

608,000,000 608,000,000 0 0 0 

175,352,769 175,352,769 0 0 769 

175,352,769 175,352,769 0 0 769 

52,818,207 52,818,207 0 0 1,978,207 

348,211 348,211 0 0 △151,789 

7,669,550 7,669,550 0 0 △7,830,450 

0 0 0 0 △20,000 

44,800,446 44,800,446 0 0 9,980,446 

5,199,210,486 5,069,986,036 34,238,820 94,985,630 △13,013,964 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 総務費  138,710,000 

5 総務管理費 138,710,000 

10 分担金及び負担金  4,918,690,000 

5 広域連合負担金 4,918,690,000 

12 公債費  100,000 

5 公債費 100,000 

15 諸支出金  15,500,000 

 5 償還金及び還付加算金 15,500,000 

20 予備費  10,000,000 

 5 予備費 10,000,000 

歳  出  合  計 5,083,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

112,780,307 0 25,929,693 25,929,693 

112,780,307 0 25,929,693 25,929,693 

4,843,157,468 0 75,532,532 75,532,532 

4,843,157,468 0 75,532,532 75,532,532 

0 0 100,000 100,000 

0 0 100,000 100,000 

8,130,514 0 7,369,486 7,369,486 

8,130,514 0 7,369,486 7,369,486 

0 0 10,000,000 10,000,000 

0 0 10,000,000 10,000,000 

4,964,068,289 0 118,931,711 118,931,711 

 



歳入歳出差引残額 １０５，９１７，７４７ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



平成２３年度　相模原市　

議案第８０号

公 債 管 理

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書



　歳　　　　入

予 算 現 額 円

決 算 額 円

　歳　　　　出

予 算 現 額 円

決 算 額 円

円

３２，７３３，５３１，７２３

　歳入歳出差引残額 ０

公債管理特別会計歳入歳出決算

３３，０５５，０００，０００

３２，７３３，５３１，７２３

３３，０５５，０００，０００



 
   歳  入 

款 項 予 算 現 額 

5 財産収入  23,819,000 

5 財産運用収入 23,819,000 

10 繰入金  32,396,693,000 

5 他会計繰入金 31,896,693,000 

10 基金繰入金 500,000,000 

15 市債  634,488,000 

5 市債 634,488,000 

歳  入  合  計 33,055,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入済額 

との比較 

10,487,841 10,487,841 0 0 △13,331,159 

10,487,841 10,487,841 0 0 △13,331,159 

32,088,643,882 32,088,643,882 0 0 △308,049,118 

31,588,643,882 31,588,643,882 0 0 △308,049,118 

500,000,000 500,000,000 0 0 0 

634,400,000 634,400,000 0 0 △88,000 

634,400,000 634,400,000 0 0 △88,000 

32,733,531,723 32,733,531,723 0 0 △321,468,277 

 



 
   歳  出 

款 項 予 算 現 額 

5 公債費  33,055,000,000 

5 公債費 33,055,000,000 

歳  出  合  計 33,055,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（単位：円） 

支出済額 翌年度繰越額 不用額 
予算現額と支出済額 

との比較 

32,733,531,723 0 321,468,277 321,468,277 

32,733,531,723 0 321,468,277 321,468,277 

32,733,531,723 0 321,468,277 321,468,277 

 



歳入歳出差引残額 ０ 円

うち基金繰入額 ０ 円

　　　平成２４年８月２７日提出

　　　　　　     　　　相模原市長　　　加　山　俊　夫



議案第８１号  

 

   相模原市防災会議条例の一部を改正する条例について 

 相模原市防災会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市防災会議条例の一部を改正する条例 

 相模原市防災会議条例(昭和３９年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「および」を「及び」に、「関し、」を「ついて」に改める。 

 第２条中「の各号」を削り、同条第１号中「および」を「及び」に改め、同条第

２号を次のように改める。 

（２）市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

 第２条第３号中「前各号」を「前３号」に、「または」を「又は」に改め、同号

を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

（３）前号に規定する重要事項について、市長に意見を述べること。 

 第３条第１項及び第２項中「もつて」を「もって」に改め、同条第５項中「もつ

て」を「もって」に改め、同項第８号を同項第９号とし、同項第７号の次に次の１

号を加える。 

（８）自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する

者 

第４条第２項中「および」を「自主防災組織を構成する者及び」に、「委嘱また

は」を「委嘱し、又は」に改める。 

第５条中「前各条」を「この条例」に、「関し、」を「ついて」に、「はかつて」

を「諮って」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



提案の理由 

  災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)の改正に伴い、相模原市防災会議

の所掌事務の変更並びに委員及び専門委員となる者の追加その他所要の改正をい

たしたく提案するものである。 



議案第８１号関係資料 

 

   相模原市防災会議条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務の変更(第２条関

係) 

ア 防災会議の所掌事務の追加 

    次に掲げる事務を防災会議の所掌事務に追加するもの 

  （ア）市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議するこ

と。 

（イ）(ア)の重要事項について、市長に意見を述べること。 

イ 防災会議の所掌事務の削除 

市町村の地域に係る災害に関する情報の収集が市町村災害対策本部の所掌

事務とされたことに伴い、当該事務を防災会議の所掌事務から削除するもの 

（２）防災会議の委員及び専門委員となる者の追加(第３条及び第４条関係) 

  ア 防災会議の委員として、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

のうちから市長が委嘱する者を追加するもの 

イ 防災会議の専門委員となる者として、自主防災組織を構成する者のうちか

ら市長が委嘱する者を追加するもの 

２ 施行期日 

  公布の日 



議案第８２号  

 

   相模原市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について 

 相模原市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

(相模原市区の設置等に関する条例の一部改正) 

第１条 相模原市区の設置等に関する条例(平成２１年相模原市条例第３５号)の一

部を次のように改正する。 

  第３条の表緑区役所の項中「相模原市緑区橋本６丁目２番１号」を「相模原市

緑区西橋本５丁目３番２１号」に改める。 

(相模原市立療育センター条例の一部改正) 

第２条 相模原市立療育センター条例(昭和５０年相模原市条例第１３号)の一部を

次のように改正する。 

  第３条第２項の表中 

 「 

城 山 療 育 相 談 室 相模原市緑区久保沢２丁目２６番１号 

」 

 を 

 「 

緑 療 育 相 談 室 相模原市緑区西橋本５丁目３番２１号 

」 

 に改める。 

  第４条第１号中「城山療育相談室」を「緑療育相談室」に改める。 

(相模原市福祉事務所設置条例の一部改正) 

第３条 相模原市福祉事務所設置条例(昭和５２年相模原市条例第２４号)の一部を

次のように改正する。 



  第１条第２項の表相模原市緑福祉事務所の項中「相模原市緑区橋本６丁目２番

１号」を「相模原市緑区西橋本５丁目３番２１号」に改める。 

(相模原市保健所及び保健センター条例の一部改正) 

第４条 相模原市保健所及び保健センター条例(平成１１年相模原市条例第３７号)

の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項の表相模原市緑保健センターの項中「相模原市緑区橋本６丁目２

番１号」を「相模原市緑区西橋本５丁目３番２１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年３月１８日から施行する。 

 

提案の理由 

  (仮称)緑区合同庁舎の供用開始に伴い、緑区役所、緑福祉事務所及び緑保健セ

ンターの移転による位置の変更並びに城山療育相談室の改称及び移転による位置

の変更をいたしたく提案するものである。 

 



案　 内　 図

Ｎ

議案第８２号関係資料

(仮称)緑区合同庁舎
　緑区役所(移転後)
　緑療育相談室(移転後)
　緑福祉事務所(移転後)
　緑保健センター(移転後)

シティ・プラザはしもと
　緑区役所(移転前)
　緑福祉事務所(移転前)
　緑保健センター(移転前)

橋本 (５)

橋本 (６)

橋本 (２)

橋本 (７)

橋本 (８)

橋本 (３)

橋
本(

４)

西橋本(５)

西橋本(２)

橋本 (１)
大
山
町

西
橋
本(

３)

西橋本(１)

Ｊ
Ｒ
横
浜
線

県立橋本高校

国道４１３号

旭小学校

橋本公園

橋本駅

県立相原高校

県
道
橋
本
停
車
場

国
道
１
６
号

旭中学校



案　 内　 図

Ｎ

城山保健福祉センター
　城山療育相談室(移転前)

町屋 (４)

町屋 (３)

原宿 (４)

城山総合事務所若葉台 (１)

久保沢 (２)

県
道
鍛
冶
谷
相
模
原

相模丘中学校

川尻小学校

広田小学校

原宿 (５)

川　尻 広　田

若
葉
台(

７)

久
保
沢(

１)

若葉台 (３)
谷
津
川

　

小松川

境　川

国道４１３号

若
葉
台(

２)

穴　川

谷ヶ原(１)



地下２階平面図

エレベーター

防災
備蓄倉庫

防災
備蓄倉庫

防災
備蓄倉庫

空調
機械室

倉庫
倉庫

廊下

倉庫・書庫

倉庫・書庫

倉庫

ドライエリア

倉庫

倉庫

延べ床面積

建 築 面 積

１１，５５４．５１㎡

施設の概要

構      造
鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

地下２階地上５階建

１，８６５．６３㎡



地下１階平面図
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廊
下

ご
み
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１階平面図
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診察室
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２階平面図
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３階平面図
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４階平面図
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５階平面図
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議案第８３号  

 

   相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立市民福祉会館条例(昭和５５年相模原市条例第２８号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項の表に次のように加える。 

相模原市立あじさい会館緑分室 相模原市緑区西橋本５丁目３番２１号 

第３条第１項第４号及び第２項第３号中「ボランティアセンター」を「ボランテ

ィア活動室」に改め、同条第４項中「並びに」を「、」に改め、「同項第２号」の次

に「並びに前項第１号ア及び同項第２号」を加え、「午後５時」を「午後６時」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 相模原市立あじさい会館緑分室(以下「緑分室」という。)に、次の施設を置く。 

（１）おおむね６０歳以上の者の利用に供する施設 

ア 高齢者交流室 

イ 談話室 

（２）障害者及び母子家庭等の利用に供する施設 情報交換ルーム 

（３）社会福祉関係の団体及び奉仕者の利用に供する施設 ボランティア活動室 

 第３条に次の１項を加える。 

６ 第１項第１号から第３号まで(第１号ウを除く。)、第２項第１号ア及び同項第

２号並びに第４項第１号ア及び同項第２号の施設は、市長が定める期日までに第

７条第１項の承認がない場合に限り、第１項第１号ア及びイ、第２項第１号ア並

びに第４項第１号アの施設については障害者及び母子家庭等の利用に、第１項第

２号の施設についてはおおむね６０歳以上の者及び母子家庭等の利用に、同項第

３号の施設についてはおおむね６０歳以上の者及び障害者の利用に、第２項第２



号及び第４項第２号の施設についてはおおむね６０歳以上の者の利用に供するこ

とができる。 

 第６条及び第７条第１項中「第３項」を「第４項」に改める。 

 第８条中「並びに同条第２項第１号ア」を「、同条第２項第１号ア」に、「(午 

後５時」を「並びに同条第４項第１号ア及び同項第２号(午後６時」に改める。 

 第９条第１項、第１９条、第２１条、第２２条第１項、第２４条及び第２５条中 

「及び南分室」を「、南分室及び緑分室」に改める。 

 附則に次の２項を加える。 

(経過措置) 

５ 平成２５年３月１８日から平成２６年３月３１日までの間の緑分室の指定管理

者の指定については、第２０条の規定にかかわらず、平成２１年４月１日から平

成２６年３月３１日までの間、あじさい会館及び南分室の指定管理者として指定

された者(以下「あじさい会館指定管理者」という。)を指定管理者として指定す

ることができる。 

６ 市長は、前項の規定により指定管理者として指定しようとするときは、あじさ

い会館指定管理者に対し、第２１条第１項に規定する書類の提出を求め、指定の

基準に適合していることを確認してあじさい会館指定管理者を指定管理者として

指定するものとする。 

 別表第１中「午後４時」を「午後５時」に、「午後５時」を「午後６時」に、「ボ 

ランティアセンター」を「ボランティア活動室」に改め、同表に次のように加える。 

緑分室 高齢者交流室、談話室及び情報

交換ルーム 

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で。ただし、一般の利用に

供する場合にあつては、午

後６時から午後１０時まで 

ボランティア活動室 午前９時から午後１０時ま

で 

 別表第２第１項中「相模原市立」を削り、「午後５時」を「午後６時」に、

「５，０００円」を「４，０００円」に、「１，８５０円」を「１，５００円」に、

「１，１００円」を「９００円」に改め、同表第２項中「相模原市立あじさい会

館」を削り、「午後５時」を「午後６時」に、「２，２５０円」を「１，８００円」

に、「１，２５０円」を「１，０００円」に改め、同表中第６項を第７項とし、第



５項を第６項とし、同表第４項中「相模原市立あじさい会館及びあじさい会館南分

室」を「あじさい会館、南分室及び緑分室」に改め、同項を同表第５項とし、同表

第３項中「相模原市立」を削り、同項を同表第４項とし、同項の前に次の１項を加

える。 

３ 緑分室基本利用料金 

区   分 １日(午後６時～午後１０時) 

高 齢 者 交 流 室 １，４００円 

情 報 交 換 ル ー ム １，２００円 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２５年３月１８日から施行する。ただし、第３条第１項第４

号の改正規定、同条第２項第３号の改正規定及び別表第１の改正規定(「ボラン

ティアセンター」を「ボランティア活動室」に改める部分に限る。)は同年４月

１日から、別表第１の改正規定(「午後４時」を「午後５時」に改める部分及び

「午後５時」を「午後６時」に改める部分に限る。)、別表第２第１項の改正規

定(「相模原市立」を削る部分を除く。)及び同表第２項の改正規定(「相模原市

立あじさい会館」を削る部分を除く。)は同年５月１日から、附則に２項を加え

る改正規定及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 平成２５年４月３０日までの間においては、この条例による改正後の第３条第

５項中「午後６時」とあるのは「午後５時(同項第１号ア及び同項第２号の施設

においては、午後６時)」とし、同条第６項中「第１項第１号から第３号まで(第 

１号ウを除く。)、第２項第１号ア及び同項第２号並びに第４項第１号ア」とあ

るのは「第４項第１号ア」と、「第１項第１号ア及びイ、第２項第１号ア並びに

第４項第１号ア」とあるのは「第４項第１号ア」と、「第１項第２号の施設につ

いてはおおむね６０歳以上の者及び母子家庭等の利用に、同項第３号の施設につ

いてはおおむね６０歳以上の者及び障害者の利用に、第２項第２号及び第４項第

２号」とあるのは「第４項第２号」とし、第８条中「午後６時」とあるのは「午

後５時(同条第４項第１号ア及び同項第２号の施設においては、午後６時)」とす

る。 

(準備行為) 



３ 相模原市立あじさい会館緑分室の利用の承認申請の受付その他必要な準備行為

は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

提案の理由 

  相模原市立あじさい会館緑分室の新設に伴う規定の追加、相模原市立あじさい

会館及び相模原市立あじさい会館南分室の利用時間及び利用料金並びに施設名称

の変更並びに利用者間の相互利用の開始に伴う規定の改正、相模原市立あじさい

会館緑分室の指定管理者の指定の特例に係る規定の追加その他所要の改正をいた

したく提案するものである。 

 



議案第８３号関係資料(その１) 

 

   相模原市立市民福祉会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立あじさい会館緑分室の新設に伴う規定の追加 

  ア 施設の概要(第３条関係) 

  （ア）おおむね６０歳以上の者の利用に供する施設 

     高齢者交流室及び談話室 

  （イ）障害者及び母子家庭等の利用に供する施設 

     情報交換ルーム 

  （ウ）社会福祉関係の団体及び奉仕者の利用に供する施設 

     ボランティア活動室 

  イ 利用時間及び利用料金(別表第１及び別表第２関係) 

  （ア）福祉利用(利用料金は徴収しない。) 

     高齢者交流室、談話室 

及び情報交換ルーム 
ボランティア活動室 

利用時間 午前９時から午後５時まで 午前９時から午後１０時まで 

  （イ）一般利用 

 高齢者交流室 情報交換ルーム 

利用時間 午後６時から午後１０時まで 午後６時から午後１０時まで 

利用料金 １，４００円 １，２００円 

  ウ 休館日(第４条関係) 

    １２月２８日から翌年の１月３日までの日その他市長が定める日 

  エ 利用者間の相互利用(第３条関係) 

  高齢者交流室及び情報交換ルームについて、市長が定める期日に空きがあ 

る場合には、福祉利用の枠内で相互に利用できるようにするもの 

（２）相模原市立あじさい会館及び相模原市立あじさい会館南分室の利用時間及び

利用料金の変更等 

  ア 利用時間及び利用料金の変更(別表第１及び別表第２関係) 

福祉利用の利用終了時間を午後４時から午後５時とするもの。これに伴 



い、一般利用の利用時間及び利用料金を次のとおり変更するもの 

施設名 

変更前 

(午後５時から午

後１０時まで) 

変更後 

(午後６時から午

後１０時まで) 

相模原市立あ

じさい会館 

大和室 ５，０００円 ４，０００円 

第１和室 １，８５０円 １，５００円 

第２和室 １，１００円 ９００円 

第３和室 １，１００円 ９００円 

相模原市立あ

じさい会館南

分室 

高齢者交流室 ２，２５０円 １，８００円 

情報交換ルーム １，２５０円 １，０００円 

  イ 利用者間の相互利用(第３条関係) 

次の施設について、市長が定める期日に空きがある場合には、福祉利用の

枠内で相互に利用できるようにするもの 

（ア）相模原市立あじさい会館 

ａ おおむね６０歳以上の者の利用に供する施設 大和室及び第１和室 

ｂ 障害者の利用に供する施設 第２和室 

ｃ 母子家庭等の利用に供する施設 第３和室 

（イ）相模原市立あじさい会館南分室 

ａ おおむね６０歳以上の者の利用に供する施設 高齢者交流室 

ｂ 障害者及び母子家庭等の利用に供する施設 情報交換ルーム 

  ウ 施設名称の変更(第３条関係) 

社会福祉関係の団体及び奉仕者の利用に供する施設の名称を「ボランティ

アセンター」から「ボランティア活動室」に変更するもの 

（３）相模原市立あじさい会館緑分室の指定管理者の指定の特例(附則第５項及び

附則第６項関係) 

   平成２５年３月１８日から平成２６年３月３１日までの間の相模原市立あじ

さい会館緑分室の指定管理者の指定については、指定管理者の公募の規定にか

かわらず、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの間、相模原市

立あじさい会館及び相模原市立あじさい会館南分室の指定管理者として指定さ

れた者を指定管理者として指定することができることとするもの 



２  施行期日 

（１）１(１)に係る規定 平成２５年３月１８日。ただし、施行日前においても利

用の承認申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる規定は、公布の

日 

（２）１(２)ア及びイに係る規定 平成２５年５月１日 

（３）１(２)ウに係る規定 平成２５年４月１日 

（４）１(３)に係る規定 公布の日 

 



案　 内　 図

Ｎ

議案第８３号関係資料(その２)

相模原市立あじさい会館緑分室

橋本 (７)
橋本 (８)

橋本 (５)

西橋本 (５)

西橋本 (３) 西橋本 (２)

西橋本 (１) 橋本 (１)

橋本 (２)

橋本 (６)

県
道
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本
停
車
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Ｊ
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県立橋本高校
相原中学校

国道４１３号
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道
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県立相原高校

橋本駅

シティ・プラザはしもと

旭小学校



 

平 面 図  

(仮称)緑区合同庁舎２階網掛部分 

 



議案第８４号  

 

相模原市医療法施行条例について 

 相模原市医療法施行条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市医療法施行条例 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、医療法(昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。)の

施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 (専属の薬剤師を置かなければならない診療所) 

第２条 法第１８条本文の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所

は、医師が常時３人以上勤務する診療所とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による医療法(昭和２３年法律第

２０５号)の改正に伴い、診療所における専属薬剤師の配置に関する基準について、

厚生労働省令で定める基準に従い所要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第８５号  

 

相模原市理容師法施行条例について 

 相模原市理容師法施行条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市理容師法施行条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、理容師法(昭和２２年法律第２３４号。以下「法」という。)

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

(理容の業を行う場合の衛生上必要な措置) 

第２条 法第９条第３号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

（１）作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、必要に応じてマ

スクを使用すること。 

（２）手指は、常に清潔に保つこと。 

（３）毛をそるために用いる石けん液は、客１人ごとに取り替えること。 

（４）客用の被布、洗髪器及び毛をそるために使用するカップその他客の皮膚に接

しない器具で客１人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。 

（５）消毒液は、適宜交換すること。 

（６）医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、安全衛生に留意し、適正に使用する

こと。 

（７）皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。 

（８）皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客

１人ごとに廃棄すること。 

（９）毛髪等の廃棄物は、適正に処理すること。 

(理容所における衛生上必要な措置) 

第３条 法第１２条第４号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

ただし、土地の状況等の理由により、これにより難い場合であって市長が衛生上



支障がないと認めるときは、この限りでない。 

（１）理容所は、住居、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁等で区画されて

いること。 

（２）理容所は、待合設備を有すること。 

（３）理容所は、作業及び衛生保持に支障を来さないよう１１．５５平方メートル

以上の面積を確保すること。 

（４）洗場は、陶器、ステンレス等不浸透性材料を使用し、汚水が完全に排除でき

る構造であること。 

（５）排水は、適正に処理すること。 

（６）消毒済みの器具は未消毒の器具と区別して戸棚等に衛生的に保管し、未消毒

の器具は容器に収納すること。 

（７）消毒作業に必要な器具を備え付けること。 

（８）器具類及び布片類は、十分な量を備えること。 

（９）理容所で使用する水は、水道水その他清浄なものであること。 

（１０）外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。 

（１１）理容所には、犬(身体障害者補助犬法(平成１４年法律第４９号)第２条第１項 

に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。 

（１２）理容所は、ねずみ、昆虫等により汚染されないよう、防除のための措置を

講じておくこと。 

(理容所以外の場所で業を行うことができる場合) 

第４条 理容師法施行令(昭和２８年政令第２３２号)第４条第３号に規定する条例

で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

（１）特別養護老人ホーム、児童養護施設等の社会福祉施設(社会福祉法(昭和２６

年法律第４５号)第２条に規定する第１種社会福祉事業又は第２種社会福祉事

業を行う施設をいう。)において、当該施設を利用する者のうち、理容所に来る

ことができないものに対して理容を行う場合 

（２）興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に理容を行う場合 

（３）その他市長が特に必要と認める場合 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による理容師法(昭和２２年法律第

２３４号)の改正等に伴い、理容の業を行う場合の衛生上必要な措置、理容所にお

ける衛生上必要な措置及び理容所以外の場所で業を行うことができる場合につい

て所要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第８６号  

 

相模原市美容師法施行条例について 

 相模原市美容師法施行条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市美容師法施行条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、美容師法(昭和３２年法律第１６３号。以下「法」という。)

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

(美容の業を行う場合の衛生上必要な措置) 

第２条 法第８条第３号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 

（１）作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、必要に応じてマ

スクを使用すること。 

（２）手指は、常に清潔に保つこと。 

（３）毛をそるために用いる石けん液は、客１人ごとに取り替えること。 

（４）客用の被布、洗髪器及び毛をそるために使用するカップその他客の皮膚に接

しない器具で客１人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。 

（５）消毒液は、適宜交換すること。 

（６）医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、安全衛生に留意し、適正に使用する

こと。 

（７）皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。 

（８）皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客

１人ごとに廃棄すること。 

（９）毛髪等の廃棄物は、適正に処理すること。 

(美容所における衛生上必要な措置) 

第３条 法第１３条第４号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

ただし、土地の状況等の理由により、これにより難い場合であって市長が衛生上



支障がないと認めるときは、この限りでない。 

（１）美容所は、住居、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁等で区画されて

いること。 

（２）美容所は、待合設備を有すること。 

（３）美容所は、作業及び衛生保持に支障を来さないよう１３．２平方メートル以

上の面積を確保すること。 

（４）洗場は、陶器、ステンレス等不浸透性材料を使用し、汚水が完全に排除でき

る構造であること。 

（５）排水は、適正に処理すること。 

（６）消毒済みの器具は未消毒の器具と区別して戸棚等に衛生的に保管し、未消毒

の器具は容器に収納すること。 

（７）消毒作業に必要な器具を備え付けること。 

（８）器具類及び布片類は、十分な量を備えること。 

（９）美容所で使用する水は、水道水その他清浄なものであること。 

（１０）外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。 

（１１）美容所には、犬(身体障害者補助犬法(平成１４年法律第４９号)第２条第１項 

に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。 

（１２）美容所は、ねずみ、昆虫等により汚染されないよう、防除のための措置を

講じておくこと。 

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合) 

第４条 美容師法施行令(昭和３２年政令第２７７号)第４条第３号に規定する条例

で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

（１）特別養護老人ホーム、児童養護施設等の社会福祉施設(社会福祉法(昭和２６

年法律第４５号)第２条に規定する第１種社会福祉事業又は第２種社会福祉事

業を行う施設をいう。)において、当該施設を利用する者のうち、美容所に来る

ことができないものに対して美容を行う場合 

（２）興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に美容を行う場合 

（３）その他市長が特に必要と認める場合 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による美容師法(昭和３２年法律第

１６３号)の改正等に伴い、美容の業を行う場合の衛生上必要な措置、美容所にお

ける衛生上必要な措置及び美容所以外の場所で業を行うことができる場合につい

て所要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第８７号  

 

相模原市興行場法施行条例について 

 相模原市興行場法施行条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市興行場法施行条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、興行場法(昭和２３年法律第１３７号。以下「法」という。)

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

(設置場所の基準) 

第２条 法第２条第２項の規定による興行場の設置の場所の基準は、興行場を設置

しようとする場所の周囲に不浸透性材料による排水溝が設けられていることその

他の公衆衛生上必要な措置が講じられていることとする。 

(構造設備の基準) 

第３条 法第２条第２項の規定による興行場全般の構造設備の基準は、次のとおり

とする。 

（１）窓、給気口、排気口その他外壁の開口部には、金網その他のねずみ、昆虫等

の侵入を防止するための設備を有すること。 

（２）床が地盤面から４５センチメートル未満の場合は、床面がコンクリートその

他の不浸透性材料で覆われていること。 

（３）客席は、食堂、便所及び売店と隔壁等により区画されていること。 

（４）便所は、興行場内に有すること。ただし、興行場が当該興行場以外の用途に

主として供する建築物の中に設置された小規模なものである場合において、当

該興行場に近接した場所に適当な規模の便所が設置されているときは、この限

りでない。 

（５）各階に便所を有すること。ただし、階段の踊り場に近接した場所等に設置す

る場合は、この限りでない。 



（６）喫煙所(専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。以下同じ。)を設

ける場合は、当該喫煙所は、喫煙所以外の区域へのたばこの煙の流出を防止で

きるものとして規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。 

２ 法第２条第２項の規定による空気環境に係る興行場の構造設備の基準は、次の

とおりとする。 

（１）興行場には、機械換気設備(送風機の機械力を利用して室内の空気を入れ換え

る設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度

及び流量を調節して供給(排出を含む。)できる設備をいう。以下同じ。)を有す

ること。 

（２）次の区分により、客席に機械換気設備又は空気調和設備を有すること。 

ア 客席の床面積が４００平方メートルを超える興行場又は地下に客席がある

興行場にあっては、空気調和設備又は給気用送風機と排気用送風機との併用

による機械換気設備を有すること。 

イ 客席の床面積が１５０平方メートルを超え４００平方メートル以下の興行

場にあっては、空気調和設備、給気用送風機と排気用送風機との併用による

機械換気設備又は給気用送風機と容易に排気を屋外に排出できる自然排気口

との併用による機械換気設備を有すること。ただし、自然給気口からの外気

の供給が不足するおそれがない興行場にあっては、排気用送風機と自然給気

口との併用による機械換気設備をもってこれに代えることができる。 

（３）前号に規定する機械換気設備又は空気調和設備の能力は、規則で定める構造

設備の基準に適合するものであること。 

３ 法第２条第２項の規定による照明設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）客席、ロビー、休憩室、廊下、階段及び便所にあっては床面において１５０

ルクス以上、出入口、売店及び入場券売場にあっては床面から８５センチメー

トルの高さにおいて３００ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。 

（２）上演等中客席の床面において０．２ルクス以上の照度を満たす機能を有する

こと。 

４ 法第２条第２項の規定による便所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）男性用及び女性用に区分すること。 

（２）便所の出入口は、直接客席に開口しない構造であること。ただし、水洗便所

であって、当該便所と客席との間に部屋を設けるなど、衛生上支障がない構造



を有する場合は、この限りでない。 

（３）床面及び床面から少なくとも１メートルまでの内壁は、不浸透性材料を用い

て造られ、清掃が容易に行える構造であること。 

（４）水道水その他清浄な水を供給できる適当な数の流水式給水栓を有する手洗い

設備を有すること。 

（５）便器の数は、次表左欄の客席の床面積(第１項第５号ただし書に該当する場合

にあっては、興行場の入場者の便所ごとの利用状況に応じて、各階の客席の床

面積を便所ごとに配分した場合の便所ごとの床面積)に応じ、同表右欄によって

得られた数とし、かつ、男性用の便器の数は、小便器５個以内ごとに大便器１

個とする。 

客席の床面積 客席の床面積に対する便器数の割合 

３００平方メートル以下 １５平方メートルごとに１個 

３００平方メートルを超え６００

平方メートル以下 

２０個＋(床面積－３００平方メートル)

につき２０平方メートルごとに１個 

６００平方メートルを超え９００

平方メートル以下 

３５個＋(床面積－６００平方メートル)

につき３０平方メートルごとに１個 

９００平方メートルを超える場合 
４５個＋(床面積－９００平方メートル)

につき６０平方メートルごとに１個 

(衛生上必要な措置の基準) 

第４条 法第３条第２項の規定による興行場全般の衛生上必要な措置の基準は、次

のとおりとする。 

（１）客席、ロビー、便所その他入場者が利用する場所は、毎日清掃するなど常に

清潔に保ち、必要に応じて消毒を行うこと。 

（２）ねずみ、昆虫等の生息状況について、６月以内ごとに１回、統一的な調査を

実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の駆除を実施するとともに、

当該調査及び駆除の実施記録を２年間保管すること。 

（３）客席内の温度及び湿度を把握できるように温度計及び湿度計を設け、営業時

間中常に快適な温度及び湿度を保つようにすること。 

（４）入場者に貸し出す用具類は、常に清潔に保ち衛生的に保管すること。 

２ 法第３条第２項の規定による空気環境に係る衛生上必要な措置の基準は、次の

とおりとする。 



（１）機械換気設備及び空気調和設備は、定期的に保守点検し、故障又は破損して

いる場合は、速やかに補修し、常に適正な機能が保持されるよう整備すること。 

（２）機械換気設備を使用する場合は、次の基準を満たす空気環境を維持すること。 

ア 客席の炭酸ガス含有率は、１００万分の１，５００以下であること。 

イ 客席の浮遊粉じん量は、空気１立方メートル当たり０．２ミリグラム以下

であること。 

（３）空気調和設備を使用する場合は、前号に掲げる基準のほか、次の基準を満た

す空気環境を維持すること。 

ア 客席の温度は、１７度から２８度までの範囲に保つこと。 

イ 客席の相対湿度は、３０パーセントから８０パーセントまでに保つこと。 

ウ 客席の気流は、毎秒０．５メートル以下であること。 

３ 法第３条第２項の規定による照明に係る衛生上必要な措置の基準は、次のとお

りとする。 

（１）照明設備は、定期的に保守点検し、照度は当該設備の機能どおりに適正に保

持すること。 

（２）照度は、定期的に測定すること。 

４ 法第３条第２項の規定による清潔その他衛生上必要な措置の基準は、次のとお

りとする。 

（１）入場者の事故の発生に備え、救急医薬品等を適切に配備するとともに、医療

機関と迅速かつ適切に対応できる体制を確立しておくこと。 

（２）伝染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者は、業務に

従事させないこと。 

（３）従業員の衣服は、常に清潔に保つこと。 

（４）興行場内において喫煙が禁止されている区域を入場者及び従業員に周知する

こと。 

(仮設興行場の構造設備基準の特例) 

第５条 一時的に興行場として使用する施設(以下「仮設興行場」という。)に係る

法第２条第２項の規定による構造設備の基準は、第３条の規定にかかわらず、次

のとおりとする。 

（１）仮設興行場は、板、布その他これらに類するもので囲まれていること。 

（２）用材は、堅固な物を用い、客席の床は板張りその他これに類する構造である



こと。 

（３）客席に桟敷を設ける場合には、その高さは１．５メートル以下とし、桟敷の

下に客席を有しないこと。 

（４）客席内の通路、男性用及び女性用に区分した便所並びに照明設備を有するこ

と。 

（５）喫煙所を設ける場合は、当該喫煙所は、第３条第１項第６号の規則で定める

構造設備の基準に適合するものであること。 

(適用除外) 

第６条 市長は、仮設興行場、客席が屋外に設けられる興行場等であることにより、

第２条から前条までに規定する基準による必要がない場合又はこれらの基準によ

ることができない場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、

これらの基準の一部を適用しないことができる。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による興行場法(昭和２３年法律第

１３７号)の改正に伴い、興行場の設置場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な

基準並びに興行場について営業者が講ずべき衛生上必要な措置の基準について所

要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第８８号  

 

相模原市公衆浴場法施行条例について 

 相模原市公衆浴場法施行条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市公衆浴場法施行条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、公衆浴場法(昭和２３年法律第１３９号。以下「法」という。)

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であっ

て、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な

施設として利用されるものをいう。 

（２）その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。 

（３）水道水 水道法(昭和３２年法律第１７７号)に規定する給水装置により供給

される水をいう。 

（４）原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。 

（５）原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の

水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。 

（６）上り用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水を

いう。 

（７）上り用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をい

う。 

（８）浴槽水 浴槽内の湯水をいう。 

(設置の場所の配置の基準) 



第３条 法第２条第３項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、新た

に設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、３００メー

トル以上に保たれていることとする。 

２ 前項に規定する距離は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と

既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離により算定

したものによるものとする。 

３ 第１項の規定は、新たに設置しようとする一般公衆浴場が次の各号のいずれか

に該当する場合においては、適用しない。 

（１）市長が指定する地域において、温泉(温泉法(昭和２３年法律第１２５号)第２

条第１項に規定するものをいう。)を使用する入浴設備を有する場合 

（２）土地の状況、人口の密度その他特別の事情により、市長が公衆衛生上必要で

あると認める場合 

(衛生措置等の基準) 

第４条 法第３条第２項の規定による一般公衆浴場に係る換気、照明、保温及び清

潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基

準は、別表第１のとおりとする。 

２ その他の公衆浴場のうち、蒸気、熱気等を使用するものに係る衛生措置等の基

準は、別表第２のとおりとする。 

３ 前項に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場に係る衛生措置等の基準は、

別表第１に掲げるものとする。ただし、浴槽水を循環させることなく客１人ごと

に換水する浴室であって、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、同表の

１の項(２)(浴槽水に係る部分に限る。)、(４)から(７)まで及び(１１)から(１４)

まで並びに同表の２の項(１０)から(１４)まで及び(１６)に掲げる基準は、適用

しない。 

(委任) 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際法第２条第１項の規定により許可を受けて浴場業を営んで



いる者が現にその営業の用に供している公衆浴場のうち、別表第１の２の項(９)

から(１６)まで及び別表第２の２の項(１)(別表第１の２の項(９)から(１６)ま

でに係る部分に限る。)に掲げる基準に適合しないものについては、この条例の施

行の日から増築、改築、大規模な修繕等により当該公衆浴場の構造が変更される

日までの間、当該規定は、適用しない。 

別表第１(第４条関係) 

１ 衛生措置の基準 

（１）原湯、原水、上り用湯、上り用水及び浴槽水は、規則に定める基準(以下「水

質基準」という。)に適合するように水質の管理をすること。 

（２）ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は１年

に１回以上、ろ過器を連日使用している浴槽水は１年に２回以上(浴槽水の消

毒が塩素消毒以外の方法である場合は１年に４回以上)、原湯、原水、上り用

湯及び上り用水は浴槽水が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じ

て、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。 

（３）原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の場合は、公衆浴場の使

用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認す

ること。 

（４）浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用し、常に清浄で満たされて

いるようにすること。 

（５）浴槽は、毎日浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を

使用している浴槽にあっては、１週間に１回以上、逆洗浄その他の適切な清

浄方法でろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以

下「ろ過器等」という。)内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒

方法で除去するとともに、浴槽は浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。 

（６）浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩

素濃度は、規則に定めるところにより測定し、１リットル中０．２ミリグラ

ム以上とすること。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩

素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水の水素イオン濃度が高くこ

の基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合にお

いて、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたとき

は、この限りでない。 



（７）消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。 

（８）湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。 

（９）原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯水の温度は、湯の

補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０度(最大使用時にあっては摂氏５５

度)以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属

菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。 

（１０）貯湯槽は、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去する

こと。 

（１１）集毛器は、毎日清掃すること。 

（１２）浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに

気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下

「気泡発生装置等」という。)の使用を中止するとともに、浴槽ごとの系統別

にろ過器等の洗浄、消毒等適切な衛生措置を講ずること。 

（１３）洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調整箱は、

定期的に清掃すること。 

（１４）浴槽からあふれた水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場

合にあっては、１週間に１回以上、浴槽からあふれた水を回収する部分及び

回収槽(以下「回収槽等」という。)の清掃及び消毒を行い、回収槽等の生物

膜を除去するとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴

槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。 

（１５）脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこ 

と、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそ

れのある行為をしないことを表示すること。 

（１６）脱衣室及び浴室は、毎日１回以上清掃すること。 

（１７）営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、

手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業員に

周知を徹底するとともに、営業者又は従業員のうちから日常の衛生管理に係

る責任者を定めること。 

（１８）営業者は(２)の水質検査の結果、水質基準に適合していない場合は、直

ちにその旨を市長に報告し、適切な措置を講ずること。 

（１９）原湯、原水、上り用湯、上り用水及び浴槽水の水質検査記録及び遊離残



留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して３年間保管すること。 

（２０）営業者は、公衆浴場の利用者等にレジオネラ症の患者又はその疑いがあ

る者が発生した場合は、直ちにその旨を市長に報告すること。 

（２１）おおむね１０歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、市長が利用形

態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない。 

２ 構造設備の基準 

（１）脱衣室及び浴室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことが

できない構造とすること。 

（２）便所は、男女を区別し、かつ、流水式の手洗い設備を設けること。 

（３）入浴者の衣類、履物その他の携帯品を安全に保管する設備を設けること。 

（４）脱衣室、浴室その他入浴者が利用する場所には、十分な換気能力のある設

備を設け、かつ、これらの床面における照度は、３０ルクス以上とすること。 

（５）浴室の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を用い、浴用に供し

た汚水は、屋外の下水溝に完全に排出する構造とすること。 

（６）洗い場には、湯栓及び水栓を相当数設けること。 

（７）浴槽は、不浸透性材料を用い、かつ、入浴者に熱気、熱湯等を直接に接触

させない構造とすること。 

（８）浴槽内には温度計を備えておくこと。 

（９）貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０

度(最大使用時にあっては摂氏５５度)以上に保つ能力を有する加温装置を設

置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁

殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。 

（１０）ろ過器を設置する場合にあっては、当該ろ過器は、１時間当たりのろ過

能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとと

もに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集

毛器を設けること。 

（１１）ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環してい

る浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。 

（１２）浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水が

ろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。 

（１３）浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、



これにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行

える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収

槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

（１４） 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこ  

と。 

（１５）気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であ

ること。 

（１６）内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じること

のない構造であること。 

別表第２(第４条関係) 

１ 衛生措置の基準 

（１）別表第１の１の項に掲げる基準を有すること。 

（２）入浴者に使用させるタオル類及びマッサージ台の敷布類は、常に清潔に保

ち、入浴者１人ごとに取り替えること。 

（３）従業員をして風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。 

２ 構造設備の基準 

（１）別表第１の２の項に掲げる基準を有すること。 

（２）マッサージ台を設置する場合にあっては、当該マッサージ台の周囲には、

カーテン、つい立て等見通しを遮るものを一切設けないこと。 

（３）浴室には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること。 

３ 基準の適用除外 

前２項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく客１人ごと

に換水する浴室にあっては、別表第１の１の項(２)(浴槽水に係る部分に限る。)、

(４)から(７)まで及び(１１)から(１４)まで並びに同表の２の項(１０)から

(１４)まで及び(１６)に掲げる基準は、適用しない。 

 

提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による公衆浴場法(昭和２３年法律

第１３９号)の改正に伴い、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに公衆浴場

について営業者が講ずべき入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準について所



要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第８９号  

 

相模原市クリーニング業法施行条例について 

 相模原市クリーニング業法施行条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市クリーニング業法施行条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、クリーニング業法(昭和２５年法律第２０７号。以下「法」と

いう。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

(クリーニング所における必要な措置) 

第２条 法第３条第３項第６号の規定による必要な措置は、次のとおりとする。た

だし、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっ

ては、第３号から第５号まで、第１１号及び第１３号の規定は、適用しない。 

（１）クリーニング所は、住居等と壁、ガラス戸、板戸等で区画され、洗濯物の取

扱数量に応じた適当な広さがあること。 

（２）クリーニング所は、採光及び換気が良い構造とし、特に必要がある場合は、

換気装置を設けること。 

（３）洗場の腰張りは、床面から１メートル以上の高さまで不浸透性材料で張られ

ていること。 

（４）排水設備は、公共下水道その他により完全に処理できるものであること。 

（５）ドライクリーニングの溶剤を使用する場合は、排液及び廃棄物を適正に処理

すること。 

（６）洗濯が終わらないものの受入れ、整理及び保管は、洗濯又は仕上げを終わっ

たものを汚染しないような場所で行い、かつ、容器、戸棚等を区分すること。 

（７）洗濯又は仕上げを終わった洗濯物は、容器若しくは戸棚に収納し、又は包装

する等汚染されないように保管すること。 

（８）法第３条第３項第５号に規定する洗濯物を取り扱う場合においては、当該洗



濯物と他の洗濯物とを区分して処理するための容器を備えること。 

（９）クリーニング所は、ねずみ、昆虫等により汚染されないよう、防除のための

措置を講じておくこと。 

（１０）洗濯物を集荷し、又は配達する場合の容器は、洗濯又は仕上げを終わった

ものと終わらないものとを区分できる構造であること。 

（１１）洗濯に使用する溶剤、薬品等の貯蔵容器は、漏出を防止できる構造とし、

安全に格納できる施設等に保管すること。 

（１２）クリーニング所には、業務上必要な物以外の物を置かないこと。 

（１３）クリーニング所には、そのクリーニング所のクリーニング師を代表する者

１人のクリーニング師免許証を掲示しておくこと。 

（１４）食品を取り扱う施設内で営業を行わないこと(洗濯物と食品とが相互に汚染

されるおそれがないと認められる場合を除く。)。 

（１５）クリーニング所には、犬(身体障害者補助犬法(平成１４年法律第４９号)

第２条第１項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこ

と。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)によるクリーニング業法(昭和２５

年法律第２０７号)の改正に伴い、クリーニング業を営む者が講ずべき措置につい

て所要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第９０号  

 

   相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する 

条例について 

 相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する 

条例 

相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例(平成１５年相模原市条例

第１６号)の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  相模原市旅館業法施行条例 

 第１条を次のように改める。 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、旅館業法(昭和２３年法律第１３８号。以下「法」という。)

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 第５条各号列記以外の部分中「次」を「別表第５」に改め、同条各号を削り、同

条を第９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

(委任) 

第１０条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 第４条各号列記以外の部分中「次」を「別表第４」に改め、同条各号を削り、同

条を第８条とする。 

 第３条各号列記以外の部分中「次」を「別表第３」に改め、同条各号を削り、同

条を第７条とする。 

 第２条各号列記以外の部分中「政令」を「旅館業法施行令(昭和３２年政令第１５２

号。以下「政令」という。)」に、「次」を「別表第２」に改め、同条各号を削り、



同条を第６条とし、第１条の次に次の４条を加える。 

(社会教育施設等) 

第２条 法第３条第３項第３号(法第３条の２第２項及び第３条の３第３項におい

て準用する場合を含む。)の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。 

（１）図書館法(昭和２５年法律第１１８号)第２条第１項に規定する図書館 

（２）博物館法(昭和２６年法律第２８５号)第２条第１項に規定する博物館及び同

法第２９条に規定する博物館に相当する施設 

（３）社会教育法(昭和２４年法律第２０７号)に規定する公民館 

（４）少年院法(昭和２３年法律第１６９号)第２条第１項に規定する少年院 

（５）学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１２４条に規定する専修学校及び同

法第１３４条第１項に規定する各種学校 

（６）都市公園法(昭和３１年法律第７９号)第２条第１項に規定する都市公園 

（７）国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るため

の施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの 

２ 市長は、前項第７号の規定による指定をしたときは、施設の名称、位置その他

必要な事項を告示しなければならない。 

(意見を求める者) 

第３条 法第３条第４項(法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用

する場合を含む。)の規定による市長が意見を求めなければならない者は、次の各

号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める者とする。 

（１）国が設置する施設 当該施設の長 

（２）地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長(当該 

施設が教育委員会の所管に属するときは、教育委員会) 

（３）前２号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当

該監督庁 

（４）前３号に掲げる施設以外の施設 当該施設の設置者 

(衛生措置の基準) 

第４条 法第４条第２項の規定による措置の基準は、別表第１のとおりとする。 

(宿泊拒否の事由) 

第５条 法第５条第３号の規定による事由は、次のとおりとする。 

（１）宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑



を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

（２）宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊

者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

 附則の次に別表として次の５表を加える。 

別表第１(第４条関係) 

１ 営業施設の内外は、１日１回以上清掃すること。 

２ 各客室の収容定員は、次の基準によること。 

（１）ホテル及び旅館にあっては、洋室は４．００平方メートルにつき１人、和

室は３．３０平方メートルにつき１人とすること。ただし、旅館業法施行規

則(昭和２３年厚生省令第２８号)第５条第１項に掲げる施設にあっては、洋

室、和室いずれにあっても１．６５平方メートルにつき１人とすること。 

（２）簡易宿所にあっては、１．６５平方メートルにつき１人とすること。この

場合において、階層式のものにあっては、各階の有効面積を基礎として算出

すること。 

（３）下宿にあっては、３．３０平方メートルにつき１人とすること。 

３ 客室にくず紙入れ容器を備えるとともに、水差し、コップ等飲食用の器具を

備える場合は、洗浄又は清掃を行い、必要に応じて消毒し、乾燥させたものを

衛生的に設置すること。 

４ 寝具類は、常に清潔にし、適切な方法により湿気を取り除き、衛生的に保管

するとともに、敷布、掛襟、浴衣、枕カバー等の布片類は、客１人ごとに洗濯

したものと取り替えること。 

５ 洗面用水には、飲用に適する水を使用し、次の基準により管理を行うこと。 

（１）貯水槽を設置して使用する場合は、当該貯水槽を年１回以上清掃して清潔

に保ち、常に水質を点検すること。 

（２）殺菌装置又は浄水装置を設置している場合は、当該装置が正常に作動して

いるかを定期的に点検し、当該点検記録を３年間保管すること。 

６ 便所は、毎日清掃し、清潔に保つこと。 

７ 営業施設で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。 

８ 浴室等の管理は、次の基準によること。 

（１）原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同

じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、



浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り

用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

以下同じ。)、上り用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給

される水をいう。以下同じ。)及び浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)

は、規則に定める基準(以下「水質基準」という。)に適合するように水質の

管理をすること。 

（２）ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は１年

に１回以上、ろ過器を連日使用している浴槽水は１年に２回以上(浴槽水の消

毒が塩素消毒以外の方法である場合は１年に４回以上)、原湯、原水、上り用

湯及び上り用水は浴槽水が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じ

て、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。 

（３）原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水(水道法(昭和３２年法律第 

１７７号)に規定する給水装置により供給される水をいう。)以外の場合は、

浴室等の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合しているこ

とを確認すること。 

（４）浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用し、常に清浄で満たされて

いるようにすること。 

（５）浴槽は、毎日浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を

使用している浴槽にあっては、１週間に１回以上、逆洗浄その他の適切な清

浄方法でろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以

下「ろ過器等」という。)内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒

方法で除去するとともに、浴槽は浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。 

（６）浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩

素濃度は、規則に定めるところにより測定し、１リットル中０．２ミリグラ

ム以上とすること。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩

素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水の水素イオン濃度が高くこ

の基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合にお

いて、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたとき

は、この限りでない。 

（７）消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。 

（８）湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。 



（９）原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯水の温度は、湯の

補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０度(最大使用時にあっては摂氏５５

度)以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属

菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。 

（１０）貯湯槽は、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去する

こと。 

（１１）集毛器は、毎日清掃すること。 

（１２）浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに

気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下

「気泡発生装置等」という。)の使用を中止するとともに、浴槽ごとの系統別

にろ過器等の洗浄、消毒等適切な衛生措置を講ずること。 

（１３）洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調整箱は、

定期的に清掃すること。 

（１４）浴槽からあふれた水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場

合にあっては、１週間に１回以上、浴槽からあふれた水を回収する部分及び

回収槽(以下「回収槽等」という。)の清掃及び消毒を行い、回収槽等の生物

膜を除去するとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴

槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。 

（１５）脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこ 

と、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそ

れのある行為をしないことを表示すること。 

（１６）営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、

手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業員に

周知を徹底するとともに、営業者又は従業員のうちから日常の衛生管理に係

る責任者を定めること。 

（１７）営業者は(２)の水質検査の結果、水質基準に適合していない場合は、直

ちにその旨を市長に報告し、適切な措置を講ずること。 

（１８）原湯、原水、上り用湯、上り用水及び浴槽水の水質検査記録及び遊離残

留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して３年間保管すること。 

（１９）営業者は、浴室等の利用者等にレジオネラ症の患者又はその疑いがある

者が発生した場合は、直ちにその旨を市長に報告すること。 



９ 基準の適用除外 

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに

換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項

(２)(浴槽水に係る部分に限る。)、(４)から(７)まで及び(１１)から(１５)ま

でに掲げる基準は、適用しない。 

別表第２(第６条関係) 

１ 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床

下は、通風及び排水が良好な構造であること。 

２ 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著し

く不調和なものでないこと。 

３ 客室は、次の要件を満たすものであること。 

（１）採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれ

に代わる構造設備であること。 

（２）地下又は屋根裏に設ける場合には、機械換気設備又は十分に換気できる適

切な構造設備があること。 

（３）洋式の客室には、水又は湯を供給できる設備があること。 

（４）和式の客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、

他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。 

（５）客室には、客の衣類その他携帯品を収納することができる保管設備がある

こと。ただし、客室の戸に鍵の掛かる構造がない場合は、鍵の掛かる保管設

備があること。 

４ 客その他の関係者が営業時間中自由に出入りできる玄関及び客の宿泊定員数

に応じた適当な広さのロビーがあること。 

５ 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。 

（１）玄関帳場又はフロントは、ロビーと接続し、玄関を容易に見通すことがで

きること。 

（２）玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、

かつ、客に直接面接できる構造設備であること。 

６ 客の宿泊定員数に応じた適当な規模の椅子及びテーブルを設けた食堂を有し、

食事を提供できる構造設備があること。 

７ 洗面所には、流水式の洗面設備が設けられていること。 



８ 便所は、次の要件を満たすものであること。 

（１）調理室と接続して設けられていないこと。 

（２）窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための構造設備

があること。 

（３）流水式の手洗い設備が設けられていること。 

９ 共同便所は、施設内に便所を付設していない客室がある場合、当該施設内に

１以上設けなければならない。この場合において、便所を付設していない客室

を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が５未満である階を除く。)にあって

は、その階に設けなければならない。 

１０ 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料を用いて造られ、

完全に排水できる構造であること。 

１１ 浴室等は、次の要件を満たすものであること。 

（１）浴室は、次の要件を満たすものであること。 

ア 外部から見通すことができない構造であること。 

イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を用いて造ら

れていること。 

ウ 脱衣所が別に設けられていること。 

エ 水又は湯を供給できる設備があること。 

オ 汚水を停滞することなく排出できる構造設備であること。 

（２）貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０

度(最大使用時にあっては摂氏５５度)以上に保つ能力を有する加温装置を設

置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁

殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。 

（３）ろ過器を設置する場合にあっては、当該ろ過器は、１時間当たりのろ過能

力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるととも

に、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛

器を設けること。 

（４）ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している

浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。 

（５）浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ

過器内に入る直前の部分に設けられていること。 



（６）浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行え

る位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽

の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

（７）打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。 

（８）気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造である

こと。 

（９）内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることの

ない構造であること。 

１２ 基準の適用除外 

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに

換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項

(３)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。 

別表第３(第７条関係) 

１ 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床

下は、通風及び排水が良好な構造であること。 

２ 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著し

く不調和なものでないこと。 

３ 客室は、次の要件を満たすものであること。 

（１）採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれ

に代わる構造設備であること。 

（２）地下又は屋根裏に設ける場合には、機械換気設備又は十分に換気できる適

切な構造設備があること。 

（３）洋式の客室には、水又は湯を供給できる設備があること。 

（４）和式の客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、

他の客室、廊下等から見通すことができない構造であること。 

（５）客室には、客の衣類その他携帯品を収納することができる保管設備がある

こと。ただし、客室の戸に鍵の掛かる構造がない場合は、鍵の掛かる保管設

備があること。 

４ 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。 

（１）玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。 



（２）玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、

かつ、客に直接面接できる構造設備であること。 

５ 洗面所には、流水式の洗面設備が設けられていること。 

６ 便所は、次の要件を満たすものであること。 

（１）調理室と接続して設けられていないこと。 

（２）窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための構造設備

があること。 

（３）流水式の手洗い設備が設けられていること。 

７ 共同便所は、施設内に便所を付設していない客室がある場合、当該施設内に

１以上設けなければならない。この場合において、便所を付設していない客室

を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が５未満である階を除く。)にあって

は、その階に設けなければならない。 

８ 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料を用いて造られ、

完全に排水できる構造であること。 

９ 浴室等は、次の要件を満たすものであること。 

（１）浴室は、次の要件を満たすものであること。 

ア 外部から見通すことができない構造であること。 

イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を用いて造ら

れていること。 

ウ 脱衣所が別に設けられていること。 

エ 水又は湯を供給できる設備があること。 

オ 汚水を停滞することなく排出できる構造設備であること。 

（２）貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０

度(最大使用時にあっては摂氏５５度)以上に保つ能力を有する加温装置を設

置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁

殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。 

（３）ろ過器を設置する場合にあっては、当該ろ過器は、１時間当たりのろ過能

力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるととも

に、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛

器を設けること。 

（４）ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している



浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。 

（５）浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ

過器内に入る直前の部分に設けられていること。 

（６）浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行え

る位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽

の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

（７）打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。 

（８）気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造である

こと。 

（９）内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることの

ない構造であること。 

１０ 基準の適用除外 

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに

換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項

(３)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。 

別表第４(第８条関係) 

１ 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床

下は、通風及び排水が良好な構造であること。 

２ 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著し

く不調和なものでないこと。 

３ 客室は、次の要件を満たすものであること。 

（１）採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれ

に代わる構造設備であること。 

（２）地下又は屋根裏に設ける場合には、機械換気設備又は十分に換気できる適

切な構造設備があること。 

４ 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。 

（１）玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。 

（２）玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、

かつ、客に直接面接できる構造設備であること。 

５ 洗面所には、流水式の洗面設備が設けられていること。 



６ 便所は、次の要件を満たすものであること。 

（１）調理室と接続して設けられていないこと。 

（２）窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための構造設備

があること。 

（３）流水式の手洗い設備が設けられていること。 

７ 共同便所は、施設内に便所を付設していない客室がある場合、当該施設内に

１以上設けなければならない。この場合において、便所を付設していない客室

を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が５未満である階を除く。)にあって

は、その階に設けなければならない。 

８ 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料を用いて造られ、

完全に排水できる構造であること。 

９ 浴室等は、次の要件を満たすものであること。 

（１）浴室は、次の要件を満たすものであること。 

ア 外部から見通すことができない構造であること。 

イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を用いて造ら

れていること。 

ウ 脱衣所が別に設けられていること。 

エ 水又は湯を供給できる設備があること。 

オ 汚水を停滞することなく排出できる構造設備であること。 

（２）貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０

度(最大使用時にあっては摂氏５５度)以上に保つ能力を有する加温装置を設

置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁

殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。 

（３）ろ過器を設置する場合にあっては、当該ろ過器は、１時間当たりのろ過能

力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるととも

に、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛

器を設けること。 

（４）ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している

浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。 

（５）浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ

過器内に入る直前の部分に設けられていること。 



（６）浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行え

る位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽

の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

（７）打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。 

（８）気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造である

こと。 

（９）内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることの

ない構造であること。 

１０ 基準の適用除外 

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに

換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項

(３)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。 

別表第５(第９条関係) 

１ 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床

下は、通風及び排水が良好な構造であること。 

２ 客室は、次の要件を満たすものであること。 

（１）採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれ

に代わる構造設備であり、その面積は、その客室の床面積の７分の１以上で

あること。 

（２）地下又は屋根裏に設ける場合には、機械換気設備又は十分に換気できる適

切な構造設備があること。 

（３）他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画され、他の客室、廊

下等から見通すことができない構造であること。 

（４）客室には、客の衣類その他携帯品を収納することができる保管設備がある

こと。ただし、客室の戸に鍵の掛かる構造がない場合は、鍵の掛かる保管設

備があること。 

３ 客に応接し、又は宿泊者名簿に記入させることのできる帳場があること。 

４ 洗面所には、流水式の洗面設備が設けられていること。 

５ 便所は、次の要件を満たすものであること。 

（１）調理室と接続して設けられていないこと。 



（２）窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するための構造設備

があること。 

（３）流水式の手洗い設備が設けられていること。 

６ 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料を用いて造られ、

完全に排水できる構造であること。 

７ 浴室等は、次の要件を満たすものであること。 

（１）浴室は、次の要件を満たすものであること。 

ア 外部から見通すことができない構造であること。 

イ 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を用いて造ら

れていること。 

ウ 脱衣所が別に設けられていること。 

エ 水又は湯を供給できる設備があること。 

オ 汚水を停滞することなく排出できる構造設備であること。 

（２）貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏６０

度(最大使用時にあっては摂氏５５度)以上に保つ能力を有する加温装置を設

置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁

殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。 

（３）ろ過器を設置する場合にあっては、当該ろ過器は、１時間当たりのろ過能

力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるととも

に、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛

器を設けること。 

（４）ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している

浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。 

（５）浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ

過器内に入る直前の部分に設けられていること。 

（６）浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行え

る位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽

の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

（７）打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。 

（８）気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造である



こと。 

（９）内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることの

ない構造であること。 

８ 基準の適用除外 

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに

換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項

(３)から(７)までに掲げる基準は、適用しない。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による旅館業法(昭和２３年法律第

１３８号)の改正に伴う社会教育施設等で学校又は児童福祉施設に類するもの、旅

館業を営む施設について営業者が講ずべき衛生上必要な措置の基準及び宿泊を拒

むことができる事由に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するも

のである。 



議案第９０号関係資料 

 

   相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）条例の題名の改正(題名関係) 

   相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の題名を「相模原市旅

館業法施行条例」に改正するもの 

（２）旅館業の営業者が営業施設について講ずべき衛生措置の基準等 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律(第２次一括法)による旅館業法(以下「法」という。)の改正

に伴い、条例で定めることとされた旅館業を営む施設について営業者が講ずべ

き衛生上必要な措置の基準等について定めるもの 

ア 旅館業の許可を与える際に考慮すべき社会教育施設等で学校又は児童福祉

施設に類するものを図書館、博物館、公民館、少年院、専修学校、各種学校、

都市公園及び国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育

成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で市長が指定したものとす

るもの(第２条関係) 

イ アの施設について、市長があらかじめ意見を求めなければならない者につ

いて、国が設置する施設にあっては当該施設の長、地方公共団体が設置する

施設にあっては当該施設を所管する地方公共団体の長等とするもの(第３条

関係) 

ウ 旅館業を営む施設について営業者が講ずべき衛生上必要な措置の基準とし

て、施設の清掃頻度、客室の収容定員及び清掃方法、寝具類の保管及び取扱

方法、洗面用水の管理方法、便所の清掃方法、施設で生じた廃棄物の処理方

法並びに浴室等の管理方法について定めるもの(第４条及び別表第１関係) 

エ 旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由を法に定めるもののほか次

のとおりとするもの(第５条関係) 

（ア）宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に

迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

（イ）宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の



宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

（３）旅館業を営む施設の構造設備の基準の改正(第６条から第８条まで及び別表 

第２から別表第４まで関係) 

ホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業の施設の構造設備の基準のうち、客

室にはエアシューターその他の客に面接しないで料金の受取ができる構造設備

がないこととしていた基準を削除するもの 

２ 施行期日 

  平成２５年４月１日 

 



  議案第９１号  

 

食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例について 

 食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例 

 食品衛生法の施行に関する条例(平成１１年相模原市条例第４１号)の一部を次の

ように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   相模原市食品衛生法施行条例 

 第１条中「。以下「省令」という。」を削る。 

 第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

(食品衛生検査施設の設備等の基準) 

第５条 政令第８条第１項の規定による食品衛生検査施設の設備の基準は、次のと

おりとする。 

（１）理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。 

（２）純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、

分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽そ

の他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。 

２ 政令第８条第１項の規定による食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査

又は試験のために必要な職員を置くこととする。 

 別表第２項第２号中「整とん」を「整頓」に改め、同表第４項第１号中「ふた等」

を「蓋等」に改め、同項第４号中「ふた付き」を「蓋付き」に改め、同表第６項第

１１号オ中「省令第２１条第１項第１号ト」を「食品衛生法第１９条第１項の規定

に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成２３年内閣府令第４５号)第１条第２項

第７号」に改め、同表第１２項第１号中「仕出し屋」を「仕出屋」に改め、同表第

１４項第５号中「つめ」を「爪」に改める。 



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令

(平成２３年政令第４０７号)による食品衛生法施行令(昭和２８年政令第２２９

号)の改正に伴う食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に係る規定の追

加その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 

 



議案第９１号関係資料 

 

   食品衛生法の施行に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）条例の題名の改正(題名関係) 

   食品衛生法の施行に関する条例の題名を「相模原市食品衛生法施行条例」に

改正するもの 

（２）食品衛生検査施設の設備等の基準(第５条関係) 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する

政令による食品衛生法施行令の改正に伴い条例で定めることとされた食品衛生

検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めるもの 

ア 食品衛生検査施設の設備 

    食品衛生検査施設の設備の基準について、厚生労働省令で定める基準に従

い、次のとおりとするもの 

  （ア）理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。 

（イ）純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグ

ラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、

恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。 

  イ 食品衛生検査施設の職員の配置 

    食品衛生検査施設の職員の配置の基準について、厚生労働省令で定める基

準を参酌し、検査又は試験のために必要な職員を置くこととするもの 

２ 施行期日 

  公布の日 

 



議案第９２号  

 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

附属機関の設置に関する条例(昭和３７年相模原市条例第１７号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表市長の部相模原市環境審議会の項中「２０人以内」を「２４人以内」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  環境影響評価制度について調査審議させるため、相模原市環境審議会の委員の

数に係る規定の改正をいたしたく提案するものである。 



議案第９３号  

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

一部を改正する条例について 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

一部を改正する条例 

 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(昭和４７

年相模原市条例第１２号)の一部を次のように改正する。 

    「第８章 相模原市廃棄物減量等推進審議会等(第４７条―第５３条) 

 目次中 第９章 雑則(第５４条―第５６条)               を 

     第１０章 罰則(第５７条―第５９条)             」 

「第８章 技術管理者の資格(第４７条) 

第９章 相模原市廃棄物減量等推進審議会等(第４８条―第５４条) 

第１０章 雑則(第５５条―第５７条) 

第１１章 罰則(第５８条―第６０条)             」 

 第４条第２項中「第４７条」を「第４８条」に改める。 

 第３０条第１項中「第５５条第１項」を「第５６条第１項」に改める。 

 第３２条第２項中「第５７条から第５９条まで」を「第５８条から第６０条ま

で」に改める。 

 第５９条を第６０条とし、第５８条を第５９条とする。 

第５７条第２号中「第５５条第１項」を「第５６条第１項」に改め、同条を第５８

条とする。 

 第１０章を第１１章とする。 

 第９章中第５６条を第５７条とし、第５５条を第５６条とし、第５４条を第５５

に改める。 



条とし、同章を第１０章とする。 

 第８章中第５３条を第５４条とし、第４７条から第５２条までを１条ずつ繰り下

げ、同章を第９章とし、第７章の次に次の１章を加える。 

第８章 技術管理者の資格 

(技術管理者の資格) 

第４７条 法第２１条第３項の規定による条例で定める技術管理者が有すべき資格

は、次のとおりとする。 

（１）技術士法(昭和５８年法律第２５号)第２条第１項に規定する技術士(化学部

門、水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。) 

（２）技術士法第２条第１項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつ

て、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

（３）２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者 

（４）学校教育法(昭和２２年法律第２６号)に基づく大学(短期大学を除く。次号

において同じ。)又は旧大学令(大正７年勅令第３８８号)に基づく大学の理学、

薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあ

つては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修

めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 

（５）学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農

学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する

科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

（６）学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治

３６年勅令第６１号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこ

れらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつ

ては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修め

て卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（７）学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づ

く専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において

衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、５年
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以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（８）学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和

１８年勅令第３６号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれ

らに相当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

（９）学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づ

く中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する

科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

（１０）１０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（１１）前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 (相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例の一部

改正) 

２ 相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例(平成

９年相模原市条例第１８号)の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「第４７条」を「第４８条」に改める。 

 

提案の理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律(昭和４５年法律第１３７号)の改正に伴い、本市が設置する一般廃棄物処

理施設に置く技術管理者が有すべき資格に係る規定の追加をいたしたく提案する

ものである。 
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議案第９３号関係資料 

 

   相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

改正の概要 

 

１ 改正の内容 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(第２次一括法)による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下

「法」という。)の改正に伴い条例で定めることとされた本市が設置する一般廃

棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格について、環境省令で定める基準

を参酌し、次のとおりとするもの(第４７条関係) 

（１）技術士法第２条第１項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学

部門に係る第２次試験に合格した者に限る。) 

（２）技術士法第２条第１項に規定する技術士((１)に該当する者を除く。)であっ

て、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

（３）２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

（４）学校教育法に基づく大学等(短期大学を除く。(５)において同じ。)の理学、

薬学、工学又は農学の課程において衛生工学、化学工学等に関する科目を修め

て卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（５）学校教育法に基づく大学等の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学、化学工学等に関する科目以外の科目を修めて卒業した

後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６）学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校等の理学、薬学、工学、農学又

はこれらに相当する課程において衛生工学、化学工学等に関する科目を修めて

卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

（７）学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校等の理学、薬学、工学、農学又

はこれらに相当する課程において衛生工学、化学工学等に関する科目以外の科

目を修めて卒業した後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 



（８）学校教育法に基づく高等学校、中等教育学校等において土木科、化学科又は

これらに相当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

（９）学校教育法に基づく高等学校、中等教育学校等において理学、工学、農学に

関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（１０）１０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（１１）(１)から(１０)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長

が認める者 

２ 施行期日 

  公布の日 

 



議案第９４号  

 

   相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例 

相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市条例第１９号)の一部を次のように改正

する。 

第７条第３項中「第２１条」の次に「又は福島復興再生特別措置法(平成２４年法

律第２５号)第２１条」を加える。 

第１０条第２項中「第１号又は第２号に掲げる」を「次のいずれかの」に改める。 

第５７条第２項中「次条第１項」を「次条」に改める。 

第７２条第２項中「「第１項」」を「「第１項第１号」」に、「「第７２条第１項」」を

「「第７２条第１項第１号」」に、「及び第６号」を「、第６号及び第７号」に、「か

ら第７号まで」を「から第５号まで及び第７号」に改める。 

第８０条中「、第６６条第２項及び第３項」を削り、「並びに第８１条」を「及び

次条」に、「並びに第７２条」を「及び第７２条」に、「第８１条第３項」を「次条

第３項」に改める。 

第８２条第２項中「公営住宅」を「市営住宅」に改める。 

別表第１号の表横道住宅の項及び中丸Ａ住宅の項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由  

福島復興再生特別措置法(平成２４年法律第２５号)の施行に伴う公営住宅の入

居者資格の特例に係る規定の追加、横道住宅及び中丸Ａ住宅の廃止に伴う規定の

削除その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



議案第９４号関係資料(その１) 

 

   相模原市市営住宅条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）公営住宅の入居者資格の特例の追加(第７条関係) 

   福島復興再生特別措置法(平成２４年法律第２５号)第２１条の規定の適用を

受ける者については、公営住宅の入居者資格の条件のうち、同居親族要件、市

内居住要件及び収入基準を備えることを要しないこととするもの 

（２）横道住宅及び中丸Ａ住宅の廃止(別表関係） 

  横道住宅及び中丸Ａ住宅を廃止するもの 

２ 施行期日 

公布の日  



案　 内　 図

Ｎ

横道住宅

議案第９４号関係資料(その２)

与　瀬

相模湖

ＪＲ中央本線

中
央
自
動
車
道

国道２０号

吉　野

施設の概要 

位 置 相模原市緑区与瀬１６４３番地 

建設年度 昭和３５年度 

戸 数 ５戸 

敷地面積 ３，６３３．０３㎡ 

 



案　 内　 図
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桂北小学校

北相中学校

相模湖幼稚園

与瀬本町

Ｊ
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中
央
本
線

施設の概要 

位 置 相模原市緑区与瀬１１９番地 

建設年度 昭和３１年度 

戸 数 １戸 

敷地面積 １，２２９．７５㎡ 

 



議案第９５号  

 

   相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

 相模原市営自動車駐車場条例(昭和６３年相模原市条例第９号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

相模大野駅西側

自動車駐車場 

相模原市南区相模大野３丁目２番２

号 

地方自治法第２２８条

第１項 

附則に次の２項を加える。 

４ 平成２５年３月１１日から平成２７年３月３１日までの間の相模大野駅西側自

動車駐車場の指定管理者の指定については、第１８条の規定にかかわらず、平成

２４年４月１日から平成２７年３月３１日までの間、相模大野立体駐車場及び小

田急相模原駅自動車駐車場の指定管理者として指定されたもの(以下「相模大野

立体駐車場等指定管理者」という。)を指定管理者として指定することができる。 

５ 市長は、前項の規定により指定管理者として指定しようとするときは、相模大

野立体駐車場等指定管理者に対し、第１９条第１項に規定する書類の提出を求め、

指定の基準に適合していることを確認して相模大野立体駐車場等指定管理者を指

定管理者として指定するものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年３月１１日から施行する。ただし、附則に２項を加える

改正規定は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模大野駅西側自動車駐車場の設置及び同駐車場の管理を指定管理者に行わせ



るために必要な規定の追加をいたしたく提案するものである。 



議案第９５号関係資料(その１) 

 

   相模原市営自動車駐車場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）市営駐車場の設置(第２条関係) 

   相模大野駅西側自動車駐車場の設置に伴い、名称、位置及び料金徴収根拠法

令を定めるもの 

（２）指定管理者の指定の特例(附則第４項及び附則第５項関係) 

   平成２５年３月１１日から平成２７年３月３１日までの間の相模大野駅西側

自動車駐車場の指定管理者の指定については、指定管理者の公募の規定にかか

わらず、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までの間、相模大野立

体駐車場及び小田急相模原駅自動車駐車場の指定管理者として指定されたもの

を指定管理者として指定することができることとするもの 

２ 施行期日 

（１）１(１)に係る規定 平成２５年３月１１日 

（２）１(２)に係る規定 公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９５号関係資料(その２) 

 

   相模大野駅西側自動車駐車場の概要 

 

１ 位 置 相模原市南区相模大野３丁目２番２号 

２ 構 造 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上１１階建のうち、

１階から１１階まで 

３ 延べ床面積 ２１，８６１．７９平方メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 平日割引料金とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和２３

区 分 普通自動車等 二輪自動車 

屋  上 ４２台 ― 

１ １ 階 ７４台 ― 

１ ０ 階 ７４台 ― 

９ 階 ７４台 ― 

８ 階 ７０台 ― 

７ 階 ６９台 ― 

６ 階 ６９台 ― 

５ 階 ７０台 ― 

４ 階 ６９台 ― 

３ 階 ６３台 ― 

２ 階 ２４台 ５１台 

１ 階 ― ― 

合 計 ６９８台 ５１台 

料 金 の 種 類 料金の額 

普 通 料 金 
普通自動車等 ３０分までごとに１５０円 

二輪自動車 １日１回 ５００円 

平日割引料金 １回 １，５００円(二輪自動車を除く。) 

夜 間 料 金 １回 １，０００円(二輪自動車を除く。) 

４ 収 容 台 数 

５ 駐 車 料 金 

４ 収 容 台 数 



年法律第１７８号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び１２月２９

日から翌年の１月３日までの日(休日を除く。)を除く日の午前６時から午

後１２時までに、５時間を超え１０時間まで駐車させたときの料金をいう。

この場合において、１０時間を超えて駐車させたときの料金については、

平日割引料金に３０分までごとに１５０円を加算した額とする。 

２ 夜間料金とは、午後１０時から翌日午前８時までに６時間以上駐車させた

ときの料金をいう。 
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議案第９５号関係資料(その３)

相模大野駅西側自動車駐車場
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                              議案第９６号 

 

   相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例について 

 相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

   相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例 

 相模原市簡易水道条例(平成１８年相模原市条例第２５号)の一部を次のように改

正する。 

 目次を次のように改める。 

目次 

 第１章 総則(第１条－第７条) 

 第２章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準(第８条・第９条) 

第３章 給水装置の工事及び管理(第１０条－第２２条) 

第４章 給水(第２３条－第２６条) 

第５章 使用料及び手数料(第２７条－第３６条) 

第６章 加入金及び工事負担金等(第３７条・第３８条) 

第７章 貯水槽水道(第３９条・第４０条) 

第８章 雑則(第４１条－第４３条) 

第９章 罰則(第４４条・第４５条) 

附則 

 第３条第３号中「第２１条」を「第２４条」に改める。 

 第４２条中「第１７条」を「第２０条」に改め、同条を第４５条とする。 

 第４１条を第４４条とする。 

 第８章を第９章とする。 

 第７章中第４０条を第４３条とする。 

 第３９条第２号中「第２８条第１項本文」を「第３１条第１項本文」に改め、同

条第３号中「第１６条第４項」を「第１９条第４項」に改め、同条第４号中「第１７



条」を「第２０条」に改め、同条を第４２条とする。 

 第３８条を第４１条とする。 

第７章を第８章とする。 

 第６章中第３７条を第４０条とし、第３６条を第３９条とし、同章を第７章とす

る。 

 第５章中第３５条を第３８条とし、第３４条を第３７条とし、同章を第６章とす

る。 

 第３３条第１項第３号及び第４号中「第１７条」を「第２０条」に改め、第４章

中同条を第３６条とする。 

 第３２条を第３５条とし、第３１条を第３４条とする。 

 第３０条中「第２３条第１項」を「第２６条第１項」に改め、同条を第３３条と

する。 

 第２９条中「第２３条第１項」を「第２６条第１項」に改め、同条を第３２条と

する。 

 第２８条を第３１条とし、第２４条から第２７条までを３条ずつ繰り下げる。 

第４章を第５章とする。 

 第３章中第２３条を第２６条とし、第２０条から第２２条までを３条ずつ繰り下

げ、同章を第４章とする。 

 第２章中第１９条を第２２条とし、第１８条を第２１条とする。 

 第１７条中「第９条」を「第１１条」に改め、同条を第２０条とする。 

 第１６条を第１９条とし、第１３条から第１５条までを３条ずつ繰り下げる。 

 第１２条第１項中「第８条第１項」を「第１０条第１項」に改め、同条を第１５

条とする。 

第１１条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

(水道技術管理者の資格) 

第１４条 法第１９条第３項の規定による条例で定める水道技術管理者(簡易水道

に係るものに限る。)が有すべき資格は、次のとおりとする。 

（１）第９条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者 

（２）第９条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工学以外の工

学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科

目を修めて卒業した後、同条第１号に規定する学校を卒業した者については２



年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者については３年以上、同条第

４号に規定する学校を卒業した者については４年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

（３）５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（４）第９条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において工学、理学、農学、

医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修

めて卒業した後、同条第１号に規定する学校を卒業した者については２年６月

以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者については３年６月以上、同条

第４号に規定する学校を卒業した者については４年６月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

（５）外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に

相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と

同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年

数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６）厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了

した者 

第１０条を第１２条とする。 

第９条第２項中「第３３条第１項第１号」を「第３６条第１項第１号」に改め、

同条第４項中「第３３条第１項第２号」を「第３６条第１項第２号」に改め、同条

を第１１条とする。 

第８条を第１０条とする。 

第２章を第３章とする。 

第１章の次に次の１章を加える。 

   第２章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準 

 (布設工事監督者を配置する工事) 

第８条 法第１２条第１項の規定による条例で定める水道の布設工事(簡易水道に

係るものに限る。)の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監

督者」という。)が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第３条第８項に規

定する水道施設の新設又は次に掲げるものとする。 

（１）１日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 

（２）沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改



造に係る工事 

(布設工事監督者の資格) 

第９条 法第１２条第２項の規定による条例で定める布設工事監督者が有すべき資

格は、次のとおりとする。 

（１）学校教育法(昭和２２年法律第２６号)による大学(短期大学を除く。以下同

じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水

道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正７年勅令第 

３８８号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した後、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（２）学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工

学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、１年６月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（３）学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治３６

年勅令第６１号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後、２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（４）学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和１８

年勅令第３６号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後、３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（５）５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６）第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科におい

て１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の

専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第１号

の卒業者にあっては６月以上、第２号の卒業者にあっては１年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 

（７）外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目又は

第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ

当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 



（８）技術士法(昭和５８年法律第２５号)第４条第１項の規定による第２次試験の

うち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水

道環境を選択したものに限る。)であって、６月以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

 別表第２中「(第２５条関係)」を「(第２８条関係)」に改める。 

 別表第３中「(第３４条関係)」を「(第３７条関係)」に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

  (相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例の一部改正) 

２  相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例(平成２３年相模原市条例第３４

号)の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「第２４条第１項及び第３４条第１項」を「第２７条第１項及び

第３７条第１項」に改める。 

 

提案の理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成２３年法律第１０５号)による水道法(昭和３２年法律第    

１７７号)の改正に伴い、本市が設置する簡易水道について、布設工事監督者が

監督を行うべき水道の布設工事の範囲並びに布設工事監督者及び水道技術管理者

が有すべき資格に係る規定の追加をいたしたく提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９６号関係資料 

 

   相模原市簡易水道条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(第２次一括法)による水道法(以下「法」という。)の改正に伴い

条例で定めることとされた布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者

及び水道技術管理者が有すべき資格について定めるもの 

（１）布設工事監督者を配置する工事(第８条関係) 

布設工事監督者を配置する工事について、法第３条第８項に規定する水道施

設の新設又は次に掲げるものとするもの 

ア １日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 

イ 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の

改造に係る工事 

（２）布設工事監督者及び水道技術管理者が有すべき資格 

布設工事監督者及び水道技術管理者が有すべき資格について、政令で定める

資格を参酌し、次のとおりとするもの 

ア 布設工事監督者が有すべき資格(第９条関係) 

（ア）学校教育法による大学(短期大学を除く。)の土木工学科若しくはこれに

相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて

卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに

相当する課程を修めて卒業した後、１年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

（イ）学校教育法による大学(短期大学を除く。)の土木工学科又はこれに相

当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を

修めて卒業した後、１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

（ウ）学校教育法による短期大学、高等専門学校等において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した後、２年６月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 



（エ）学校教育法による高等学校、中等教育学校等において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した後、３年６月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

（オ）５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（カ）(ア)又は(イ)の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科におい

て１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大

学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、

(ア)の卒業者にあっては６月以上、(イ)の卒業者にあっては１年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（キ）外国の学校において、(ア)若しくは(イ)に規定する課程及び学科目又は

(ウ)若しくは(エ)に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ

に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ

に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（ク）技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合

格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した

ものに限る。)であって、６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

イ 水道技術管理者が有すべき資格(第１４条関係) 

（ア）アに掲げる布設工事監督者たる資格を有する者 

（イ）ア(ア)、(ウ)及び(エ)に規定する学校において土木工学以外の工学、

理学等に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、

ア(ア)に規定する学校を卒業した者については２年以上、ア(ウ)に規定す

る学校を卒業した者については３年以上、ア(エ)に規定する学校を卒業し

た者については４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

（ウ）５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（エ）ア(ア)、(ウ)及び(エ)に規定する学校において工学、理学等に関する学

科目及びこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、ア

(ア)に規定する学校を卒業した者については２年６月以上、ア(ウ)に規定

する学校を卒業した者については３年６月以上、ア(エ)に規定する学校を



卒業した者については４年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

（オ）外国の学校において、(イ)に規定する学科目又は(エ)に規定する学科目

に相当する学科目を、それぞれに規定する学校において修得する程度と同

等以上に修得した後、それぞれの卒業者ごとに規定する最低経験年数以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（カ）厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を

修了した者 

２ 施行期日 

  公布の日 

  

 

 

 



議案第９７号  

 

   相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市火災予防条例の一部を改正する条例 

相模原市火災予防条例(昭和４８年相模原市条例第３６号)の一部を次のように改

正する。 

第１３条第１項中「以下のもの」の次に「及び次条に掲げるもの」を加え、同条

の次に次の１条を加える。 

(急速充電設備) 

第１３条の２ 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動

車等(道路交通法(昭和３５年法律第１０５号)第２条第１項第９号に規定する自

動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。以下この条において同

じ。)に充電する設備(全出力２０キロワット以下のもの及び全出力５０キロワッ

トを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲

げる基準によらなければならない。 

（１）その 筐
きょう

体は不燃性の金属材料で造ること。 

（２）堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

（３）雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

（４）充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間で

自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しな

い措置を講ずること。 

（５）急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場合

には、充電を開始しない措置を講ずること。 

（６）急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されてい

る場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。 



（７）漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又

は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措

置を講ずること。 

（８）電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した

場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

（９）異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充電

設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

（１０）急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 

（１１）自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 

（１２）急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池に

ついて次に掲げる措置を講ずること。 

  ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知し

た場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

  イ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充

電設備を自動的に停止させること。 

（１３） 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。 

（１４）急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろそ

の他の可燃物をみだりに放置しないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準につい

ては、前条第１項第２号、第７号、第１０号及び第１１号の規定を準用する。 

第１４条第２項中「前条第１項」を「第１３条第１項」に改め、同条第３項中「前

条第１項第４号」を「第１３条第１項第４号」に改め、同条第４項中「前条第１項

第９号」を「第１３条第１項第９号に」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備

のうち、改正後の第１３条の２の規定に適合しないものについては、同条の規定

は、適用しない。 

 



提案の理由 

急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理の基準に係る規定を追加いた

したく、提案するものである。 



議案第９８号 

 

工事請負契約について 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

相模原麻溝公園競技場(仮称)第２競技場整備工事(その１) 

２ 工事の場所 

  相模原市南区下溝地内 

３ 契約金額 

４５９，９５２，５００円 

４ 契約の相手方 

  東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 

  日本体育施設・東神興業共同企業体 

    代表者  日本体育施設株式会社東京支店 

         支店長 岡 村  賢 

５ 履行期限 

本契約締結の日から４５０日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札(総合評価方式) 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 

 

 



案　 内　 図
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議案第９８号関係資料(その１)
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競技場

駐車場

凡　例

相模原麻溝公園区域

工　事　部　分

工事の概要

整備面積 ２．０ha

整備内容
日本陸上競技連盟第４種公認陸上競技場

球技等に利用できるインフィールド

主な工種

グラウンド・コート舗装工
(全天候舗装、人工芝舗装ほか)
グラウンド・コート施設整備工
(砂場、兼用サークルほか)
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議案第９８号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

  東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 

  日本体育施設・東神興業共同企業体 

２ 代表者 

  日本体育施設株式会社東京支店 支店長 岡 村  賢 

３ 構成員 

  東京都中野区東中野３丁目２０番１０号 

  日本体育施設株式会社東京支店 支店長 岡 村  賢 

  相模原市南区下溝３２４番地６ 

  東神興業株式会社 代表取締役 白 井 憲 二 

４ 各構成員の概要 

構 成 員 日本体育施設株式会社 東神興業株式会社 

資 本 金 43,500 千円 20,000 千円 

職 員 数 121 人 8 人 

年 間 工 事 完 成 高     4,941,416 千円 361,241 千円 

建設業法による許可の 

番 号 及 び 年 月 日 

国土交通大臣許可 

(特－23)第 6587 号 

平成 23 年 11 月 14 日 

神奈川県知事許可 

(特－23)第 23574 号 

平成 23 年 6 月 14 日 

営 業 年 数 41 年 60 年 

最 近 に 

お け る 

主 な 受 

注 工 事 

１ 

発 注 者 柏  崎  市 相  模  原  市 

工 事 名 
柏崎市陸上競技場災害復

旧工事 

最終処分場整備工事(そ

の２) 

受注金額 
284,073 千円 

 

5,531,460 千円 

(829,719 千円) 

施 工 期 
平成 20 年 2 月～ 

平成 20 年 12 月 

平成 17 年 6 月～ 

平成 20 年 3 月 



  

 

２ 

発 注 者 仙  台  市 相 模 原 市 

工 事 名 
仙台市陸上競技場全天候

舗装等改修工事 

公共下水道目久尻川第１

－２５８雨水管整備工事

(２工区) 

受注金額 
386,566 千円 

(270,596 千円) 

194,685 千円 

 

施 工 期 
平成 22 年 11 月～ 

平成 23 年 5 月 

平成 15 年 5 月～ 

平成 16 年 3 月 

※ 受注金額欄の( )内の金額は、ＪＶの出資比率に応じた日本体育施設株式会

社及び東神興業株式会社の請負分である。 

 



議案第９８号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

東京都中野区東中野３丁

目２０番１０号 

日本体育施設・東神興業

共同企業体 

日本体育施設株

式会社東京支店 

支店長 

岡 村  賢 

千円 

63,500 

 

千円 

5,302,657 

 

２ 

横浜市中区山下町２３番

地 

五洋建設・アヅマ建設共

同企業体 

五洋建設株式会

社横浜営業支店 

支店長 

谷 川 純 一 

30,469,000 314,612,367 

３ 

川崎市高津区坂戸３丁目

２番１号 

飛島建設・菊永建設共同

企業体 

飛島建設株式会

社 

代表取締役社長 

伊 藤 寛 治 

5,569,942 123,495,703 

４ 

横浜市南区中村町５丁目

３１８番地 

東亜道路工業・安西興業

共同企業体 

東亜道路工業株

式会社横浜支店 

支店長 

高 野 典 和 

7,604,188 52,346,438 

５ 

相模原市中央区中央５丁

目８番３号 

日本道路・入江土木共同

企業体 

日本道路株式会

社相模原出張所 

所長 

林  東洋一 

12,324,266 101,441,854 

 横浜市中区桜木町１丁目

１番地６７ 

熊谷組・日相建設共同企

業体 

株式会社熊谷組

横浜営業所 

所長 

太 田  寛 

13,361,162 207,063,733 ６ 



７ 

横浜市緑区東本郷１丁目

１番１８号 

長谷川体育施設・平賀共

同企業体 

長谷川体育施設

株式会社神奈川

営業所 

所長 

佐 藤 幸 博 

140,000 12,033,940 

 



議案第９８号関係資料(その４) 

 

   入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 

入 札 状 況 

備考 技 術 

評価点 
入 札 価 格 評価値 順位 

１ 
日本体育施設・東神興業

共同企業体 
120.0 

千円 

438,050 
0.2739 １ 落札 

２ 
五洋建設・アヅマ建設共

同企業体 
115.0 434,677 0.2645 ２  

３ 
飛島建設・菊永建設共同

企業体 
114.5 439,860 0.2603 ３  

４ 
東亜道路工業・安西興業

共同企業体 
115.0 446,400 0.2576 ４  

５ 
日本道路・入江土木共同

企業体 
114.5 445,000 0.2573 ５  

６ 
熊谷組・日相建設共同企

業体 
118.5 526,000 0.2252 ６  

７ 
長谷川体育施設・平賀共

同企業体 
 442,700   失格 

※ 開 札 日 時 平成２４年７月２０日 午前９時００分 

※ 予 定 価 格 ５２６，１８０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

調査基準価格 ４６０，５９０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

失格基準価格 ４３３，８４６，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

※ 入札参加業者から提出された評価項目(企業の技術力、企業の施工能力及び



企業の社会性・信頼性)に関する技術資料について、評価基準に基づき加算点

を算出し、標準点(１００点)と合算した技術評価点を入札価格で除し、１００

万を乗じて得た数値が評価値となる。 

 



議案第９９号 

 

工事請負契約について 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

旧南清掃工場解体工事 

２ 工事の場所 

  相模原市南区麻溝台１５２４番１ 

３ 契約金額 

５０３，８９５，０００円 

４ 契約の相手方 

横浜市中区日本大通１８番地 

安藤建設・古木建設共同企業体 

代表者  安藤建設株式会社横浜支店 

支店長 荻 原 克 也 

５ 履行期限 

本契約締結の日から７３０日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 

 

 



案　 内　 図

Ｎ

議案第９９号関係資料(その１)

工事場所

麻溝台 (１)

麻溝台 (７)

麻
溝
台(

８)

麻溝台

横浜水道道

女子美術大学

県
道
相
武
台
相
模
原

県立相模原公園

県
道
相
模
原
町
田

下　溝

相模原麻溝公園

南清掃工場



旧南清掃工場

南清掃工場

市道麻溝台１９号

６００ｔ／２４ｈ（２００ｔ／２４ｈ×３炉）処理規模

処理方式 連続燃焼式ストーカ炉

昭和５５年１２月

工　場　棟

施設の概要

配　置　図

N

煙突

麻溝台

汚水処理棟

管理棟

環境事業所

工事部分

凡　例

市道麻溝台９６号

市
民
健
康
文
化
セ
ン
ター

県
道
相
武
台
相
模
原

設置年月

市
道
麻
溝
台

工場棟

鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

延べ床面積１０，７８１㎡

鉄骨造地下１階地上６階建、建築面積５，００６㎡、

煙　　　突

管　理　棟

汚水処理棟

鉄筋コンクリート造地上２階建、建築面積９６８㎡、

延べ床面積１，８２７㎡

鉄筋コンクリート造地下１階地上２階建、

建築面積４８１㎡、延べ床面積９１４㎡

主な施設、

構造等

鉄筋コンクリート造、内径９ｍ～６ｍ、高さ８０ｍ



議案第９９号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

横浜市中区日本大通１８番地 

安藤建設・古木建設共同企業体 

２ 代表者 

安藤建設株式会社横浜支店 支店長 荻 原 克 也 

３ 構成員 

横浜市中区日本大通１８番地 

安藤建設株式会社横浜支店 支店長 荻 原 克 也 

相模原市南区上鶴間７丁目２番１１号 

古木建設株式会社 代表取締役 古 木 賢 治 

４ 各構成員の概要     

構 成 員 安藤建設株式会社 古木建設株式会社 

資 本 金 8,985,000 千円 90,000 千円 

職 員 数 1,478 人 28 人 

年 間 工 事 完 成 高 167,539,881 千円 1,144,809 千円 

建設業法による許可の 

番 号 及 び 年 月 日 

国土交通大臣許可 

(特－19)第 1850 号 

平成 20 年 2 月 6 日 

神奈川県知事許可 

(特－23)第 1 号 

平成 23 年 3 月 31 日 

営 業 年 数 62 年 52 年 

最 近 に 

お け る

主 な 受

注 工 事 

 発 注 者 
独立行政法人国立病院機

構千葉医療センター 

財団法人相模原市都市整

備公社 

１ 

工 事 名 

独立行政法人国立病院機

構千葉医療センター新築

整備工事 

相模原市立中央方面新設

小学校校舎新築工事(そ

の１) 

受注金額 
8,435,700 千円 1,494,150 千円 

(672,367 千円) 



  
施 工 期 

平成 20 年 3 月～ 

平成 23 年 3 月 

平成 12 年 9 月～ 

平成 14 年 2 月 

２ 

発 注 者 静 岡 市 相 模 原 市 

工 事 名 

平成２２年度 廃政 第

６号 西ヶ谷清掃工場旧

工場棟解体工事 

(仮称)相模原市営南台団

地建設工事(その１) 

受注金額 
190,819 千円 1,373,931 千円 

(535,833 千円) 

施 工 期 
平成 22 年 10 月～ 

平成 24 年 3 月 

平成 20 年 9 月～ 

平成 22 年 2 月 

※ 受注金額欄の( )内の金額は、ＪＶの出資比率に応じた古木建設株式会社の

請負分である。 

 



議案第９９号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

横浜市中区日本大通１８

番地 

安藤建設・古木建設共同

企業体 

安藤建設株式会

社横浜支店 

支店長 

荻 原 克 也 

千円 

9,075,000 

 

千円 

168,684,690 

 

２ 

横浜市中区山下町２３番

地 

五洋建設・中島建設共同

企業体 

五洋建設株式会

社横浜営業支店 

支店長 

谷 川 純 一 

30,499,000 318,410,223 

３ 

横浜市中区太田町１丁目

１５番地 

東亜建設工業・芳賀建設

工業共同企業体 

東亜建設工業株

式会社横浜支店 

執行役員支店長 

池 田 正 人 

19,026,658 168,063,466 

４ 

横浜市都筑区中川１丁目

４番１号 

東急建設・櫻内工務店共

同企業体 

東急建設株式会

社横浜支店 

執行役員支店長 

高 木 基 行 

 

16,404,447 

 

 

238,573,769 

 

５ 

横浜市鶴見区末広町２丁

目１番地 

ＪＦＥエンジニアリン

グ・大斗共同企業体 

ＪＦＥエンジニ

アリング株式会

社 

代表取締役社長 

岸 本 純 幸 

 

10,025,000 

 

 

167,338,948 

 

６ 

横浜市中区太田町４丁目

５１番地 

鹿島建設・相陽建設共同

企業体 

鹿島建設株式会

社横浜支店 

執行役員支店長 

野 村 高 男 

81,524,000 1,178,794,057 



７ 

横浜市西区北幸２丁目８

番１９号 

西松建設・西野建設共同

企業体 

西松建設株式会

社横浜営業所 

所長 

手 塚 裕 紀 

23,593,000 339,008,391 

８ 

横浜市中区本町４丁目 

４３番地 

戸田建設・肥後建設共同

企業体 

戸田建設株式会

社横浜支店 

執行役員支店長 

岩 森 耕 一 

23,031,000 433,648,018 

９ 

横浜市中区桜木町１丁目

１番地６７ 

熊谷組・西野工務店共同

企業体 

株式会社熊谷組

横浜営業所 

所長 

太 田  寛 

 

13,391,162 

 

 

207,992,702 

 

 



議案第９９号関係資料(その４) 

 

   入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 
入 札 状 況 

備 考 
順 位 入 札 価 格 

１ 安藤建設・古木建設共同企業体 １ 
千円 

４７９，９００ 
落 札 

２ 五洋建設・中島建設共同企業体 ２ ６６５，０００  

３ 
東亜建設工業・芳賀建設工業共同

企業体 
３ ６８５，０００  

４ 東急建設・櫻内工務店共同企業体 ４ ７７７，０００  

５ 
ＪＦＥエンジニアリング・大斗共

同企業体 
５ ７８５，０００  

６ 鹿島建設・相陽建設共同企業体 ６ ７８８，０００  

７ 西松建設・西野建設共同企業体 ７ ８３６，０００  

８ 戸田建設・肥後建設共同企業体 ８ ８５０，８５０  

９ 熊谷組・西野工務店共同企業体 ９ ８５５，７００  

※ 開 札 日 時 平成２４年７月１２日 午前９時００分 

※ 予 定 価 格 １，１６８，５１０，０００円(消費税及び地方消費税相当

額を除いた額) 

調査基準価格 １，０１６，６０３，７００円(消費税及び地方消費税相当

額を除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 



議案第１００号 

 

工事請負契約について 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

津久井広域道路(仮称)東中野橋新設工事(その２) 

２ 工事の場所 

  相模原市緑区根小屋１４０２番２地先から根小屋３９７番２地先まで 

３ 契約金額 

５８６，９５０，０００円 

４ 契約の相手方 

  東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 

  日本橋梁・肥後建設共同企業体 

    代表者  日本橋梁株式会社東京支店 

         支店長 片 山 正 人 

５ 履行期限 

本契約締結の日から５３０日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札(総合評価方式) 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 



案　 内　 図

Ｎ

議案第１００号関係資料(その１)

根小屋

県立津久井湖城山公園

県
道
厚
木
愛
川
津
久
井

太　井

尻久保川

串　川

根小屋小学校

県道長竹川尻

凡　例

今回工事部分

計 画 部 分



Ａ１橋台

Ｐ１橋脚

工
事
起
点

Ｎ

Ｐ１橋脚

Ａ２橋台

工
事
終
点

Ａ１橋台 Ａ２橋台

歩道

車道

車道

歩道

至　串川 至　新小倉橋

下り線

上り線
１１．２５

（単位　ｍ）

工
事
起
点

工
事
終
点

平　面　図

側　面　図

構　　　造

橋　　　長

幅　　　員

鋼細幅箱桁

(上り線)１２９．３０ｍ

１１．２５ｍ

上部工

工事の概要

凡　例

　工 事 部 分

　全 体 計 画

工事延長＝１３６．７０

工事延長＝１３６．７０

（上り線）橋長＝１２９．３０



横　断　図 （単位　ｍ）

（上り線）

車道 歩道

０．４０３．００７．２５０．６０

１１．２５



議案第１００号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

  東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 

  日本橋梁・肥後建設共同企業体 

２ 代表者 

  日本橋梁株式会社東京支店 支店長 片 山 正 人 

３ 構成員 

  東京都江東区豊洲５丁目６番５２号 

  日本橋梁株式会社東京支店 支店長 片 山 正 人 

  相模原市緑区橋本台３丁目１８番３５号 

  株式会社肥後建設 代表取締役 肥 後 重 隆 

４ 各構成員の概要 

構 成 員 日本橋梁株式会社 肥後建設株式会社 

資 本 金 1,000,000 千円 30,000 千円 

職 員 数 129 人 22 人 

年 間 工 事 完 成 高     7,764,996 千円 660,087 千円 

建設業法による許可の 

番 号 及 び 年 月 日 

国土交通大臣 

許可(特－23)第 73 号 

平成 23 年 10 月 14 日 

神奈川県知事 

許可(特－23)第 2883 号 

平成 23 年 9 月 13 日 

営 業 年 数 61 年 43 年 

 

 

 

最 近 に 

お け る 

主 な 受 

注 工 事 

 発 注 者 国 土 交 通 省 神 奈 川 県 

１ 
工 事 名 

国道４５号千徳大橋上部

工工事 

平成１３年度総合治水対

策特定河川工事(明許そ

の１３)平成１４年度総

合治水対策特定河川工事

(その１０)合併 

受注金額 578,970 千円 364,740 千円 



施 工 期 
平成 22 年 12 月～ 

平成 24 年 1 月 

平成 14 年 12 月～ 

平成 16 年 3 月 

２ 

発 注 者 京 都 府 神 奈 川 県 

工 事 名 

緊急地方道路整備Ｂ (府

代行)工事(上和知川橋上

部工) 

平成１２年度相模川流域

下水道左岸処理場５号汚

泥焼却炉棟築造工事(土

木・建築)公共(その２６

債務負担) 

受注金額 239,154 千円 203,490 千円 

施 工 期 
平成 13 年 12 月～ 

平成 14 年 12 月 

平成 13 年 2 月～ 

平成 14 年 3 月 

 

 



議案第１００号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

東京都江東区豊洲５丁目

６番５２号 

日本橋梁・肥後建設共同

企業体 

日本橋梁株式会

社東京支店 

支店長 

片 山 正 人 

千円 

1,030,000 

 

千円 

8,425,083 

 

２ 

東京都中央区日本橋富沢

町９番１９号 

宮地エンジニアリング・

大斗共同企業体 

宮地エンジニア

リング株式会社 

代表取締役社長 

青 田 重 利 

1,525,000 34,644,418 

３ 

栃木県下野市下古山１４３

番地 

東綱橋梁・入江土木共同

企業体 

東綱橋梁株式会

社 

代表取締役 

山 口 雅 資 

434,000 4,311,925 

４ 

横浜市中区本町４丁目 

４３番地 

戸田建設・菊地原建設工

業共同企業体 

戸田建設株式会

社横浜支店 

執行役員支店長 

岩 森 耕 一 

23,021,000 433,199,683 

５ 

横浜市西区みなとみらい

３丁目６番１号みなとみ

らいセンタービル１４Ｆ 

大和小田急建設・山本組

共同企業体 

大和小田急建設

株式会社横浜支

店 

支店長 

木 学 洋一郎 

1,106,000 64,994,371 

６ 

千葉県船橋市山野町２７

番地 

横河ブリッジ・木本建興 

共同企業体 

株式会社横河ブ

リッジ 

取締役社長 

藤 井 久 司 

380,000 32,404,381 



７ 

東京都中央区日本橋大伝

馬町３番２号 

高田機工・東神興業共同

企業体 

高田機工株式会

社東京本社 

営業本部橋梁営

業部 

部長代理  

川 俣 孝 明 

5,198,712 20,516,408 

８ 

東京都港区芝浦３丁目 

１７番１２号 

ＩＨＩインフラシステ

ム・日栄建設共同企業体 

株式会社ＩＨＩ

インフラシステ

ム営業本部東京

営業部 

部長 

山 路 祥 一 

4,933,822 45,994,812 

９ 

横浜市中区桜木町１丁目

１番地６７ 

熊谷組・進建共同企業体 

株式会社熊谷組

横浜営業所 

所長 

太 田  寛 

13,384,162 207,187,080 

 



議案第１００号関係資料(その４) 

 

   入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 

入 札 状 況 

備考 技 術 

評価点 
入 札 価 格 評価値 順位 

１ 
日本橋梁・肥後建設共同

企業体 
128.5 

円 

559,000,000 
0.2298 １ 落札 

２ 
宮地エンジニアリング・

大斗共同企業体 
121.5 548,961,000 0.2213 ２  

３ 
東綱橋梁・入江土木共同

企業体 
121.5 558,430,000 0.2175 ３  

４ 
戸田建設・菊地原建設工

業共同企業体 
121.0 567,000,000 0.2134 ４  

５ 
大和小田急建設・山本組

共同企業体 
113.5 562,800,000 0.2016 ５  

６ 
横河ブリッジ・木本建興

共同企業体 
 547,430,004   失格 

７ 
高田機工・東神興業共同

企業体 
                                                     546,000,000   失格 

８ 
ＩＨＩインフラシステ

ム・日栄建設共同企業体 
 543,000,000   失格 

９ 熊谷組・進建共同企業体  540,300,000   失格 

※ 開 札 日 時 平成２４年７月２０日 午前９時００分 

※ 予 定 価 格 ６５７，２６０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

調査基準価格 ５７５，７１０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

失格基準価格 ５４７，５４０，７００円(消費税及び地方消費税相当額を



除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

※ 入札参加業者から提出された評価項目(企業の技術力、企業の施工能力及び

企業の社会性・信頼性)に関する技術資料について、評価基準に基づき加算点

を算出し、標準点(１００点)と合算した技術評価点を入札価格で除し、１００

万を乗じて得た数値が評価値となる。 

 



議案第１０１号 

 

工事請負契約について 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

(仮称)上溝学校給食センター新築工事 

２ 工事の場所 

  相模原市中央区上溝１８８０番２ほか 

３ 契約金額 

４８０，１９６，５００円 

４ 契約の相手方 

相模原市緑区西橋本５丁目３番１１号 

相陽建設株式会社 

代表取締役 古 橋 裕 一 

５ 履行期限 

本契約締結の日から４８０日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 

 

 



案　 内　 図
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工事場所

県道相模原大蔵町

議案第１０１号関係資料 (その１)
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工事の概要

　　工事部分

　　日影部分

自家用発電機設備 

身障者用自動車駐車場 

 自動車駐車場
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姥川

市
道
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の
内

(仮称)上溝学校給食センター

　自動車駐車場
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構　　　造

建 築 面 積

延べ床面積

１，６４９.４０㎡　

　鉄骨造２階建
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議案第１０１号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

相模原市緑区西橋本５丁目３番１１号 

相陽建設株式会社 

２ 代表者 

代表取締役 古 橋 裕 一 

３ 資本金 

７７，０００千円 

４ 職員数 

４５人 

５ 年間工事完成高 

１，５９５，９７０千円 

６ 建設業法による許可の番号及び年月日 

神奈川県知事許可(特－２２)第３６７５７号 

平成２２年９月２日 

７ 営業年数 

４２年 

８ 最近における主な受注工事 

発 注 者 相 模 原 市 相 模 原 市 

工 事 名 
相模原市立相武台中学校屋内運

動場改築工事 

相模原市営田名塩田団地建設工

事(その３) 

受 注 金 額 
302,400 千円 

  

761,197 千円 

(304,479 千円) 

施 工 期 平成 14 年 5 月～平成 15 年 3 月 平成 16 年 9 月～平成 18 年 3 月 

※ 受注金額欄の( )内の金額は、ＪＶの出資比率に応じた相陽建設株式会社の

請負分である。 



議案第１０１号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

相模原市緑区西橋本５丁

目３番１１号 

相陽建設株式会社 

代表取締役 

古 橋 裕 一 

千円 

77,000 

 

千円 

1,595,970 

 

２ 

相模原市中央区鹿沼台１

丁目１４番７号 

株式会社櫻内工務店 

代表取締役 

櫻 内 康 裕 
50,000 1,946,911 

３ 

相模原市南区麻溝台７丁

目１３番１９号 

株式会社正建 

代表取締役 

義 見 正 一 
30,000 1,042,959 

４ 

相 模 原 市 中 央 区 田 名 

２０８５番地 

久野建設株式会社 

代表取締役 

久 野 孝 広 
35,700 1,094,883 

５ 

相模原市南区上鶴間７丁

目２番１１号 

古木建設株式会社 

代表取締役 

古 木 賢 治 
90,000 1,144,809 

６ 

相模原市中央区東淵野辺

４丁目２４番１５号 

谷津建設株式会社 

代表取締役 

谷 津  弘 
50,000 4,071,400 

７ 

相模原市中央区星が丘４

丁目２番３０号 

株式会社西野工務店 

代表取締役 

西 野 清 一 
50,000 1,105,384 

８ 

相模原市緑区橋本台３丁

目１８番３５号 

株式会社肥後建設 

代表取締役 

肥 後 重 隆 
30,000 660,087 

 



９ 

相模原市南区松が枝町４

番５号 

株式会社中島建設 

代表取締役 

中 島 一 弘 
50,000 5,295,148 

10 

相模原市中央区星が丘４

丁目１番１９号 

西野建設株式会社 

代表取締役 

西 野 逸 郎 
80,000 3,822,913 

11 

相模原市南区下溝６０６

番地２１ 

芳賀建設工業株式会社 

代表取締役 

芳 賀 錠 二 
50,000 784,934 



議案第１０１号関係資料(その４) 

 

入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 
入 札 状 況 

備 考 
順 位 入 札 価 格 

１ 相陽建設株式会社 １ 
千円 

４５７，３３０ 
落 札 

２ 株式会社櫻内工務店 ２ ４６８，８００  

３ 株式会社正建 ３ ４９４，９００  

４ 久野建設株式会社 ４ ５０４，４６０  

５ 古木建設株式会社 ５ ５１０，０００  

６ 谷津建設株式会社 ６ ５１８，３１０  

７ 株式会社西野工務店 ７ ５６７，０００  

８ 株式会社肥後建設 ８ ５８０，０００  

９ 株式会社中島建設 ９ ６７２，２００  

10 西野建設株式会社  ４５６，７４０ 失 格 

11 芳賀建設工業株式会社   辞 退 

※ 開 札 日 時 平成２４年７月５日 午前９時００分 

※ 予 定 価 格 ５１５，６００，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 



最低制限価格 ４５６，８４０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

 

 



議案第１０２号 

 

工事請負契約について 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

(仮称)上溝学校給食センター新築給排水衛生設備工事 

２ 工事の場所 

  相模原市中央区上溝１８８０番２ほか 

３ 契約金額 

４６７，７７５，０００円 

４ 契約の相手方 

相模原市中央区上溝６丁目２５番８号 

野﨑工業所・今井水道共同企業体 

  代表者  株式会社野﨑工業所 

代表取締役 野 﨑  徹 

５ 履行期限 

本契約締結の日から４８０日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 

 



議案第１０２号関係資料(その１) 

 

   (仮称)上溝学校給食センター新築給排水衛生設備工事の概要 

 

１ 衛生器具設備工事 

衛生器具設備の設置 

２ 給水設備工事 

（１）屋内外給水設備の工事 

（２）給水本管からの水道引込工事 

３ 排水設備工事 

（１）屋内外排水設備の工事 

（２） 厨
ちゅう

房排水処理設備の設置 

４ 給湯設備工事 

給湯設備の工事 

５ 消火設備工事 

屋内消火栓の設置 

６ 厨
ちゅう

房設備工事 

厨
ちゅう

房機器の設置 

７ ガス設備工事 

（１）都市ガス設備の工事 

（２）災害時に備えたプロパンガス設備の工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１０２号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

相模原市中央区上溝６丁目２５番８号 

野﨑工業所・今井水道共同企業体 

２ 代表者 

株式会社野﨑工業所 代表取締役 野 﨑  徹 

３ 構成員 

相模原市中央区上溝６丁目２５番８号 

株式会社野﨑工業所 代表取締役 野 﨑  徹 

相模原市中央区中央６丁目１０番２６号 

株式会社今井水道 代表取締役 今 井 寿 幸 

４ 各構成員の概要 

構 成 員 株式会社野﨑工業所 株式会社今井水道 

資 本 金 20,000 千円 20,000 千円 

職 員 数 12 人 11 人 

年 間 工 事 完 成 高      580,229 千円 301,303 千円 

建設業法による許可の 

番 号 及 び 年 月 日 

神奈川県知事許可 

(特－19)第 55927 号 

平成 19 年 9 月 27 日 

神奈川県知事許可 

(特－24)第 10706 号 

平成 24 年 4 月 24 日 

営 業 年 数 53 年 43 年 

  発 注 者 相 模 原 市 相 模 原 市 

 

最 近 に 

お け る 

主 な 受 

注 工 事 

１ 

工 事 名 

(仮称 )相模原市営上九沢

住宅建設給排水衛生設備

工事(その３) 

(仮称)相模原市営上九沢

住宅建設給排水衛生設備

工事(その１) 

受注金額 183,750 千円 252,000 千円 

施 工 期 
平成 13 年 7 月～ 

平成 15 年 2 月 

平成 12 年 7 月～ 

平成 14 年 2 月 



 

 

２ 

発 注 者 相 模 原 市 相 模 原 市 

工 事 名 
相模原市立総合体育館改

修給排水衛生設備工事 

相模原市営上九沢団地建

設給排水衛生設備工事

(その５) 

受注金額 
156,030 千円 

(109,221 千円) 

198,450 千円 

 

施 工 期 
平成 20 年 10 月～ 

平成 21 年 9 月 

平成 14 年 7 月～ 

平成 16 年 2 月 

※ 受注金額欄の( )内の金額は、ＪＶの出資比率に応じた株式会社野﨑工業所

の請負分である。 



議案第１０２号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

相模原市中央区上溝６丁

目２５番８号 

野﨑工業所・今井水道共

同企業体 

株式会社野﨑工

業所 

代表取締役 

野 﨑  徹 

千円 

40,000 

 

千円 

881,532 

 

２ 

相模原市中央区宮下本町

１丁目３８番１０号 

協立設備・三親工業共同

企業体 

株式会社協立設

備 

代表取締役 

鈴 木 直 人 

43,000 819,899 

３ 

相模原市南区西大沼１丁

目１８番２号 

小池設備・折本設備共同

企業体 

株式会社小池設

備 

代表取締役 

小 池 重 憲 

71,000 1,179,297 

 

 



議案第１０２号関係資料(その４) 

 

入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 
入 札 状 況 

備 考 
順 位 入 札 価 格 

１ 野﨑工業所・今井水道共同企業体 １ 
千円 

４４５，５００ 
落 札 

２ 協立設備・三親工業共同企業体 ２ ４４８，０００  

３ 小池設備・折本設備共同企業体 ３ ４５１，２００  

※ 開 札 日 時 平成２４年７月５日 午前９時００分 

※ 予 定 価 格 ４５２，２６０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

最低制限価格 ４０２，７９０，０００円(消費税及び地方消費税相当額を

除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

 

 



議案第１０３号 

 

工事請負契約について 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

デジタル消防救急無線(活動波)整備工事 

２ 工事の場所 

  相模原市中央区中央２丁目２１８番１ほか 

３ 契約金額 

１，１０２，５００，０００円 

４ 契約の相手方 

横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号 

日本電気株式会社神奈川支社 

支社長 山 科 俊 治   

５ 履行期限 

本契約締結の日から９００日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 
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相模原市城山保健センター

議案第　　　号参考資料

相模原市立藤野やまなみ温泉

相模原市立藤野農村環境改善センター
相模原立藤

相模原市城山保健センター

相模原市立城山中央保育園

相模原市立城山西部保育園

相模原市立日連保育園 相模原市立陽光園 城山療育相談室

相模原市立陽光園 藤野療育相談室

相模原市立城山障害者
デイサービスセンターつくしの家

相模原市立あじさい会館城山分室相模原市国民健康保険日連診療所
相模原市立城山こどもセンター

相模原市立川尻児童クラブ

相模原市立中野児童クラブ

相模原市立内郷児童クラブ

相模原市立藤野南児童クラブ

相模原市立藤野児童クラブ

相模原市立根小屋児童クラブ

相模原市立串川児童クラブ

議案第１０３号関係資料(その１) 

デジタル消防救急無線設備の概要 

鉢岡山基地局

相武台分署基地局

青根橋津原基地局

青野原山中中継局青野原山中中継局

三井金沢基地局

消防指令センター基地局

小仏城山中継局

基地局及び 中継局の設備配置図

 

区   分 設備の数 

基地局設備 ５箇所 

中継局設備 ２箇所 

遠隔制御器(各消防署) ４箇所 

署所端末無線受信装置(各署所) ２０箇所 

車載型無線装置 ７９台 

可搬型無線装置 ４台 
移動局

設備 
車載型受令機 １２５台 



 
 

 
 

立 面 図 

凡 例   

     工事部分 

     既存部分      

消防指令センター基地局 

無線装置 

既設多重無線装置改修 

ダイポールアレーアンテナ 

既設指令システム改修 

２４．９０ｍ 

６．８０ｍ 



   凡例   

     工事部分 

     県域整備部分      

 
 
 

 
 
 

立 面 図 

無線装置 

カージオイドアンテナ 

相武台分署基地局 

多重無線装置 

パラボラアンテナ 

凡 例 

２０．２０ｍ 

４．００ｍ 

６．００ｍ 



 
 
 

 

立 面 図 

 凡 例   

     工事部分 

     既存部分      

三井金沢基地局 

(神奈川県防災行政無線城山中継所) 

パラボラアンテナ 

３素子八木スクリーン付アンテナ 

既設多重無線装置改修 

無線局舎 

無線装置 

多重無線装置 

２３．４０ｍ 

１１．６０ｍ 



 
立 面 図 

鉢岡山基地局 

無線装置 

３素子八木アンテナ 

既設多重無線装置改修 

無線局舎 

１４．９０ｍ 

 凡 例   

     工事部分 

     既存部分      



 
立 面 図 

青根橋津原基地局 

 凡 例   

     工事部分 

     既存部分      

無線局舎 

無線装置 

ダイポールアレーアンテナ 

既設多重無線装置改修 

 

１４．６０ｍ 



 
 立 面 図 

青野原山中中継局 

既設多重無線装置改修 

 

１４．９０ｍ 

 凡 例   

     工事部分 

     既存部分      



 
 立 面 図 

小仏城山中継局 

既設多重無線装置改修 

 

 凡 例   

     工事部分 

     既存部分      

２５．００ｍ 



議案第１０３号関係資料(その２) 

 

契約の相手方の概要 

 

１ 所在地及び名称 

横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号 

日本電気株式会社神奈川支社 

２ 代表者 

支社長 山 科 俊 治   

３ 資本金 

３９７，１９９，２１２千円 

４ 職員数 

２３，９６８人 

５ 年間工事完成高 

４５，８５７，８４９千円 

６ 建設業法による許可の番号及び年月日 

国土交通大臣許可(特－２２)第５５２６号 

平成２２年１１月１２日 

７ 営業年数 

６０年 

８ 最近における主な受注工事 

発 注 者 愛 知 県 横 浜 市 

工 事 名 
デジタル地区移動系無線通信設

備整備工事 

消防通信指令設備工事 

 

受 注 金 額 870,450 千円  3,202,500 千円 

施 工 期 平成 19 年 7 月～平成 20 年 3 月 平成 13 年 6 月～平成 15 年 7 月 



議案第１０３号関係資料(その３) 

 

入札参加業者の概要 

 

№ 所 在 地 及 び 名 称 代 表 者 資 本 金 
年 間 工 事 

完 成 高 

１ 

横浜市西区みなとみらい

２丁目３番５号 

日本電気株式会社神奈川

支社 

支社長 

山 科 俊 治 

千円 

397,199,212 

千円 

45,857,849 

 

 

 

 

 

 



議案第１０３号関係資料(その４) 

 

入札状況 

 

№ 入 札 参 加 業 者 
入 札 状 況 

備 考 
順 位 入 札 価 格 

１ 日本電気株式会社神奈川支社 １ 
千円 

１，０５０，０００ 
 

※ 開 札 日 時 平成２４年７月１３日 午後１時００分 

※ 予 定 価 格 １，１２７，３２０，０００円(消費税及び地方消費税相当

額を除いた額) 

調査基準価格 １，００７，７５０，０００円(消費税及び地方消費税相当

額を除いた額) 

※ 入札価格に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が落札価格(契約

金額)となる。 

 

 



 

議案第１０４号 

 

   不動産の処分について 

次のとおり、土地を処分する。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 所在、地番、地目及び地積 

  相模原市中央区南橋本１丁目１３番４ 

  宅地 

  ４３６．４５平方メートル 

２ 処分の方法 

無償譲渡 

３ 相手方 

相模原市中央区南橋本１丁目８番５号 

自治会法人南橋本自治会 

会長 小 山 征 一 

 

提案の理由 

自治会集会所用地として寄附を受けた土地について、当該土地を自治会法人南

橋本自治会に対して無償譲渡いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７

号)第９６条第１項第６号の規定により提案するものである。 

 

 



案　 内　 図

Ｎ

議案第１０４号関係資料

処分土地

南
橋
本
駅

Ｊ
Ｒ
相
模
線 国

道
１
６
号

国
道
１
２
９
号

南橋本 (３)

小山小学校

大山町

小山 (４)

小山 (３)

小山 (２)

清新 (４)

清新 (５)

清新 (６)

清新 (８)

清
新(

７)

南橋本 (４)

南橋本 (１)

南橋本 (２)

下九沢



処 分 土 地 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

処分土地 

Ｎ 

市
道
南
橋
本
２
３
号 

１３番４ 

市道南橋本２５号 

自治会集会所 



                             議案第１０５号 

 

   損害賠償額の決定について 

 本市の義務に属する損害賠償の額を次のように定める。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

１ 損害賠償額 

  ５，９１４，９６５円 

２ 被害者 

  甲 相模原市中央区千代田６丁目 

    社会福祉法人あすなろ会 

  乙、丙及び丁 市内在住者 

３ 事故の概要 

  平成２２年９月１４日午後２時５分頃、相模原市南区麻溝台１５２４番地１の

相模原市南清掃工場先の県道相武台相模原において、本市塵芥車(相模８００す

１８６６、橋本台環境事業所職員運転)が、同工場正門から出るため右折した際、

右側から直進してきた甲の軽乗用車の左前面に衝突し、甲の車両が、同工場に進

入するため対向車線に停車していた乙の普通乗用車に衝突して、甲及び乙の車両

を破損させ、乙並びに甲の車両に乗車していた丙及び丁を負傷させたものである。 

(本市の責任割合 ８０％) 

 

提案の理由 

  交通事故により損害を受けた者に対する損害賠償の額を決定するに当たり、地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１３号の規定により議会の

議決を経る必要による。 

 



議案第１０５号関係資料 

 

１ 事故発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 相手方の被害 

  甲 軽乗用車左前面ライト、フロントバンパー等破損 

  乙 頚
けい

椎捻挫、腰椎捻挫、休業損害 

    (治療期間 平成２２年９月１４日から平成２３年４月２７日まで) 

    普通乗用車右前面ライト、フロントバンパー等破損 

  丙 胸部打撲 

    (治癒年月日 平成２２年９月２８日) 

  丁 頚
けい

椎捻挫、胸部打撲 

    (治癒年月日 平成２２年９月２８日) 

３ 損害賠償額 

甲     ３４５，５８４円 

乙   ５，４８４，８２１円 

丙      ３１，１４０円 

丁      ５３，４２０円 

計 ５，９１４，９６５円 

 

南清掃工場正門 

至 

相
武
台 

凡 例 

本市車両 

相手方車両(甲) 

被害車両(乙) 

 

県道相武台相模原 

至 

陽
光
台 甲 

乙 



議案第１０６号 

 

   損害賠償額の決定について 

 本市の義務に属する損害賠償の額を次のように定める。 

 

  平成２４年８月２７日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

１ 損害賠償額 

  ２，７９８，３６０円 

２ 被害者 

  市内在住者 

３ 事故の概要 

  平成２３年７月１９日から２０日までの間に、台風６号の接近に伴う豪雨によ

り、相模原市緑区名倉３３０５番地先の認定外道路に接する被害者所有の上部法

面及び認定外道路である下部法面が崩落し、大量の土砂が被害者の宅地内に流入

して家屋の一部、物置等を破損したものである。 

 (本市の責任割合 ３０％) 

 

提案の理由 

  市の道路管理瑕疵
か し

により損害を受けた者に対する損害賠償の額を決定するに当

たり、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１３号の規定によ

り議会の議決を経る必要による。 

 



議案第１０６号関係資料 

 

１ 事故発生場所 

 
 

 

 

 

 

２ 相手方の被害 

  宅地への土砂流入及び家屋の一部、物置等の破損 

３ 損害賠償額 

２，７９８，３６０円 

市道葛原日向 

名倉 

家屋 

名 倉 

物置 

 

凡 例 

上部法面(被害者所有) 

下部法面(認定外道路) 

崩落箇所 

 土砂流入範囲 

 



                             議案第１０７号 

 

市道の認定について 

次のとおり、市道の路線を認定する。 

 

平成２４年８月２７日提出 

                 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

路線名 起   点 終   点 
幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 
備考 

本郷南 

18 号 

緑区町屋１丁目 

3204 番 7 地先 

緑区町屋１丁目 

3204 番 13 地先 

４.０ 

～５.０ 
１１３ 別図１ 

水郷田名 

    2 号 

中央区水郷田名３丁目  

194 番 6 地先 

中央区水郷田名３丁目 

194 番 18 地先 

４.５ 

～５.０ 
６２ 別図２ 

田名 

1155 号 

中央区田名 

1312 番 5 地先 

中央区田名 

1312 番 8 地先 

４.０ 

～５.０ 
５６ 別図３ 

田名 

1156 号 

中央区田名 

1551 番 21 地先 

中央区田名 

1551 番 6 地先 

４.０ 

～４.５ 
７７ 別図４ 

田名 

 1157 号 

中央区田名 

2704 番 5 地先 

中央区田名 

2704 番 8 地先 
５.０ ４４ 別図５ 

田名 

1158 号 

中央区田名 

3225 番 13 地先 

中央区田名 

3225 番 21 地先 

４.０ 

～４.５ 
６２ 別図６ 

磯部 

  257 号 

南区磯部 

416 番 1 地先 

南区磯部 

416 番 10 地先 

４.０ 

～５.０ 
６８ 別図７ 

相南 

49 号 

南区相南２丁目 

5236 番 39 地先 

南区相南２丁目 

5236 番 36 地先 

４.０ 

～５.０ 
３８ 別図８ 

西大沼 

91 号 

南区西大沼１丁目 

3492 番 92 地先 

南区西大沼１丁目 

3492 番 105 地先 

５.０ 

～５.１ 
１２１ 別図９ 

長竹 

 53 号 

緑区長竹 

1386 番 3 地先 

緑区長竹 

1353 番 4 地先 

４.０ 

～４.５ 
６７ 別図 10 

麻溝台 

   179 号 

南区麻溝台５丁目 

2703 番 4 地先 

南区麻溝台５丁目 

2703 番 1 地先 
４.０ ５２ 別図 11 

 



提案の理由 

開発行為及び寄附に伴い市道の路線を認定いたしたく、道路法(昭和２７年法

律第１８０号)第８条第２項の規定により提案するものである。 



別 図 １ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

本郷南18号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

2,219.12㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

緑区町屋1丁目3204番1外 

19筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種低層住居専用地域) 

専用住宅14宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

町屋(１) 

町屋(２) 町屋(３) 

町屋(４) 

原宿(３) 

原宿(４) 

境 川 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～5.0m 

113m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市道相原界本郷 

市
道
本
郷
南
１
８
号 

5.0

4.0
4.0

4.0

4.0



別 図 ２ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

水郷田名2号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

2,169.38㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

20筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種住居地域) 

専用住宅16宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

水郷田名(１) 

水郷田名(２) 水郷田名(３) 

田 名 

田名こども 

センター 

相模川ふれあい科学館 

県道相模原愛川

中央区水郷田名3丁目194番1外

県
道
相
模
原
大
磯

相
模
川 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.5m～5.0m 

62m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道

久
所

堀
之

内

市
道
田
名
６
０
７
号

市
道
水
郷
田
名
２
号

4.5

5.0



別 図 ３ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

田名1155号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

1,025.89㎡ 

舗装、側溝あり 

片隅切、車返しあり 

中央区田名1312番1外 

8筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種低層住居専用地域) 

専用住宅6宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

水郷田名(３) 

水郷田名(１) 

田 名 

相模川ふれあい科学館 

県道相模原愛川

県
道
相
模
原
大
磯

相
模
川 県

道
鍛
冶
谷
相
模
原



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～5.0m 

56m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道
滝
赤
坂

市道田名１１５５号

4.0

5.0



別 図 ４ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

田名1156号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

1,115.27㎡ 

舗装、側溝あり 

片隅切、車返しあり 

中央区田名1555番1外 

10筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種低層住居専用地域) 

専用住宅6宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

相
模
川 

田 名 

葉山島 

県
道
鍛
冶
谷
相
模
原



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～4.5m 

77m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道
田
名
８
９
号

市道田名１１５６号

4.0

4.5

4.0



別 図 ５ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

田名1157号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

1,674.02㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

中央区田名2704番1外 

14筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種中高層住居専用地域) 

専用住宅12宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

県道厚木城山

緑 区 

下九沢 

緑 区 

田 名 

上 

溝 

県
道
相
模
原
大
磯

中央区 

田 名 

鳩 川 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

5.0m 

44m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道

田
名

１
９

号

市
道
田
名
１
１
５
７
号



別 図 ６ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

田名1158号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

1,641.89㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

中央区田名3225番1外 

13筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種住居地域) 

専用住宅12宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

田 名 

県
道
相
模
原
大
磯

田名北小学校 

県営田名堀之内アパート 県
道
鍛
冶
谷
相
模
原

横
浜
水
道
道



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～4.5m 

62m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道
田
名
５
４
６
号

市
道
田
名
１
１
５
８
号 4.

0

4.5

4.
0



別 図 ７ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

磯部257号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

2,332.81㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

南区磯部416番1外 

19筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種低層住居専用地域) 

専用住宅17宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

磯 部 

相
模
川 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～5.0m 

68m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市道磯部２５７号

市
道
磯
部
７
０
号

4.0

4.
5

5.0



別 図 ８ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

相南49号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

1,673.70㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

南区相南2丁目5236番4外 

15筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種低層住居専用地域) 

専用住宅13宅地 予定建築物の用途等 

Ｎ 

相南(１) 

相南(２) 

相南(３) 

相南(４) 

松が枝町 

座間市 

あじさい住宅 

コンフォールさがみ南 

東海大学付属相模高校 

東林保育園 

東林小学校 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～5.0m 

38m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道
相
南
３
９
号

市
道
相
南
４
９
号

市
道
上
鶴
間
４
４
２
号

4.0

5.0



 

 

別 図 ９ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

西大沼91号 

２ 道路の概要 

開発行為による帰属 

開発行為の面積 

路面の状況 

備考 

2,939.93㎡ 

舗装、側溝あり 

車返しあり 

南区西大沼1丁目3492番1外 

19筆 

開発行為の所在 

区域区分等 市街化区域 

(第1種低層住居専用地域) 

予定建築物の用途等 

Ｎ 古淵(３) 

東大沼(１) 

東大沼(２) 

西大沼(１) 

西大沼(２) 

大野台(６) 

大野台(７) 

大野台住宅 

大野台小学校 

国
道
１
６
号

慰霊塔 

大沼分署 

相
模
緑
道
緑
地

 

 

専用住宅14宅地、共同住宅1棟

大
野
台 

 

 

(８) 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

5.0m～5.1m 

121m 

認定路線 

開発区域 

Ｎ 

市
道

西
大

沼
９

１
号

市
道
大
沼
６
７
号

5.0

5.
1



別 図 １０ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

長竹53号 

２ 道路の概要 

寄附受納 

受納面積 

路面の状況 

備考 

205.45㎡ 

舗装、側溝あり 

片隅切、車返しあり 

緑区長竹1355番2外 

4筆 

寄附の申請地 

区域区分等 非線引き都市計画区域 

(用途地域の指定なし) 

Ｎ 

長 竹 

串川中学校 
国道４１２号 

県道鳥屋川尻

串 川 

串川小学校 

串川グラウンド 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m～4.5m 

67m 

認定路線 

Ｎ 

市道長竹７号

市
道
長
竹
５
３
号

4.5

4.0

4.0



別 図 １１ 
１ 案内図 

路線名 

認定の理由 

麻溝台179号 

２ 道路の概要 

寄附受納 

受納面積 

路面の状況 

備考 

210.28㎡ 

砂利、側溝なし 

南区麻溝台5丁目2703番2外 

6筆 

寄附の申請地 

区域区分等 市街化調整区域 

Ｎ 

双葉(１) 

御園(４) 

御園(５) 

双葉(２) 

桜 台 

麻溝台(５) 

麻溝台(８) 

相模台(７) 

双葉小学校 

横浜水道道

桜台小学校 

(６) 

麻
溝
台 



３ 路線図 

凡 例 

幅員 

延長 

4.0m 

52m 

認定路線 

Ｎ 

市道麻溝台５８号 

市
道
麻
溝
台
１
７
９
号 



 議案第１０８号 

 

  平成２４年度相模原市一般会計補正予算(第３号) 

平成２４年度相模原市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところに

よる。 

(歳入歳出予算補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額２４８，５５６，０００千円に歳入歳出それぞれ  

１ ,３８７ ,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２４９，９４３，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

(継続費補正) 

第２条 継続費の補正は、「第２表継続費補正」による。 

(繰越明許費) 

第３条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２１３条第１項の規定により翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、｢第３表繰越明許費｣による。 

(債務負担行為補正) 

第４条 債務負担行為の補正は、「第４表債務負担行為補正」による。 

 (地方債補正) 

第５条 地方債の補正は、「第５表地方債補正」による。 

 

 平成２４年８月２７日提出 

 

                      相模原市長 加 山 俊 夫  

 



第１表 歳入歳出予算補正 
 
歳 入 
 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

55 国庫支出金  千円 

40,051,265 

千円 

215,160 

千円 

40,266,425 

10 国庫補助金 7,664,955 215,160 7,880,115 

60 県支出金  10,998,303 49,860 11,048,163 

10 県補助金 3,984,561 49,860 4,034,421 

80 繰越金  1,517,927 709,572 2,227,499 

5 繰越金 1,517,927 709,572 2,227,499 

85 諸収入  17,576,406 3,908 17,580,314 

25 雑入 2,390,157 3,908 2,394,065 

90 市債  32,244,400 408,500 32,652,900 

5 市債 32,244,400 408,500 32,652,900 

歳   入   合   計 248,556,000 1,387,000 249,943,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
歳 出 
 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

10 総務費 

 

 千円 

25,672,470 

千円 

136,700 

千円 

25,809,170 

5 総務管理費 16,644,686 93,474 16,738,160 

10 徴税費 2,014,215 1,242 2,015,457 

13 市民生活費 6,503,872 41,984 6,545,856 

15 民生費  99,264,236 70,803 99,335,039 

 5 社会福祉費 40,790,186 25,549 40,815,735 

10 児童福祉費 36,479,332 45,254 36,524,586 

20 衛生費  19,591,449 387,807 19,979,256 

 5 保健衛生費 10,135,386 387,502 10,522,888 

15 環境保全費 719,488 305 719,793 

35 商工費  15,967,604 48,000 16,015,604 

 5 商工費 15,967,604 48,000 16,015,604 

40 土木費  35,527,888 733,749 36,261,637 

 5 道路橋りょう費 15,557,812 24,839 15,582,651 

15 都市計画費 17,315,562 133,375 17,448,937 

20 公園費 1,258,662 575,535 1,834,197 

50 教育費  18,118,523 9,941 18,128,464 

10 小学校費 5,158,732 9,941 5,168,673 

歳   出   合   計 248,556,000 1,387,000 249,943,000 

 



　　　　 　　　第２表　　継　続　費　補　正

追　加

千円 千円

24 11,100 

25 79,900 

24 35,000 

25 66,000 

40  5土木費
道路橋
りょう
費

橋本駅南口駅前広場改良事
業

91,000 

項 総　　額 年　　度 年割額事　　　業　　　名款

市道丙谷戸見晴橋改修事業 101,000 40 土木費  5
道路橋
りょう
費



千円 

10 13

第３表　　繰 越 明 許 費

金　　額事　　　　　業　　　　　名

6,103   市民生活費 旅券窓口整備事業総 務 費

項款



追　加

千円

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

ペットボトル等分別回収事業
平成24年度から
平成33年度まで

平成24年度

平成25年度

第４表　　債 務 負 担 行 為 補 正

期　　間事　　　　項 限　　度　　額

ひ と り 親 家 庭
在 宅 就 業 支 援 事 業
（ 平 成 ２ ４ 年 度 設 定 分 ）

44,860        

148,140        

緑 区 役 所 等 移 設 経 費

0        

33,915        

2,630,000        

生 活 交 通 確 保 対 策 補 助 金
（ 平 成 ２ ４ 年 度 設 定 分 ）

0        

43,052        



　変　更

補　正　前 補　　　正 補　正　後

千円 千円 千円 

（土木債）

公園整備費 77,900 351,900 429,800 

緑地保全事業費 40,500 48,600 89,100 

都市交通対策事業費 13,700 8,000 21,700 

32,244,400 408,500 32,652,900 

起　　債　　の　　目　　的
限　　　　　度　　　　　額

　第５表　　地　方　債　補　正

計
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